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民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年１２月６日（火）午前１０時    開会 

               午後 ３時１２分 閉会 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長  上 村 高 義  副委員長 増 永 和 起  委  員  藤 浦 雅 彦        

  委  員  嶋野浩一朗  委  員  森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森 山 一 正         副市長 奥 村 良 夫   

市民生活部長 登 阪  弘  同部次長 山 田 雅 也   

市民課長 川 本 勝 也  農業委員会事務局長 辻  稔 秀 

  環境部長 北 野 人 士  同部次長兼環境業務課長 野 村 眞 二  

環境政策課長 三 浦 佳 明 

保健福祉部長 堤  守  同部理事 平 井 貴 志  

  保健福祉課長 丹 羽 和 人  同課参事 川 口 敦 子 

  高齢介護課長 吉 田 量 治  障害福祉課長 森 川  護     

  国保年金課長 安 田 信 吾   

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤 井 智 哉 同局書記 坂 本 敦 志 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第７３号 平成２８年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

議案第７５号 平成２８年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第７８号 平成２８年度摂津市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第７７号 平成２８年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第８９号  摂津市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準  

       を定める条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第８１号 摂津市健康づくり推進条例制定の件 

議案第８８号 摂津市立保健センター条例の一部を改正する条例制定の件 
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議案第８７号 摂津市立ふれあいの里条例の一部を改正する条例制定の件 

議案第７９号 指定管理者指定の件（摂津市斎場） 

議案第８０号 指定管理者指定の件（摂津市立葬儀会館） 

議案第８２号 摂津市農業委員会の委員の定数を定める条例制定の件 

議案第９０号 摂津市環境の保全及び創造に関する条例の一部を改正する条例制定  

 の件  
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（午前１０時 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 本日は民生常任委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。昨日

の本会議で当委員会に付託されました案

件について、きょうはご審査を賜りますが、

何とぞ慎重審査の上、ご可決賜りますよう

よろしくお願いいたします。 

 一旦退席をさせていただきます。 

○上村高義委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、嶋野委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 異議なしと認め、その

ように決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１分 休憩） 

（午前１０時２分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第７３号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 一般会計の補正予算書

７ページに、斎場指定管理事業、葬儀会館

指定管理事業の債務負担行為の補正が挙

げられています。後で条例も出てくるとは

思うんですけれども、この件について質問

をさせていただきます。 

 ３年間の指定管理の事業を更新すると

いうものだと思いますが、まず、なぜ３年

間なのかということについてお聞きをい

たします。 

 それと、指定管理者の指定先です。施設

管理公社を指定管理者に指定していると

思うんですけれども、評価の結果が、平成

２７年度の分が出ておりますが、それぞれ

評価は葬儀会館がＡで、斎場がＢになって

いると思うんですけれども、この中身につ

いても教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 答弁を求めます。 

 川本課長。 

○川本市民課長 それでは、まず指定管理

の期間がなぜ３年かということでござい

ます。 

 本市が策定しております指定管理者制

度の導入に関する指針では、指定管理の期

間は原則５年となっておるんですけれど

も、市では現在第５次行政改革実施計画の

項目に挙げていますとおり、せっつメモリ

アルホールの民営化を含めた葬祭事業の

あり方の見直しを検討しております。今後、

せっつメモリアルホールの民営化をでき

るかどうかの調査研究を行いまして、この

３年間で一定の結論を出してまいりたい

ということから、３年ということでござい

ます。 

 斎場につきましても、せっつメモリアル

ホールと一体的な管理運営が必要である

ことから、ホールに合わせて３年間として

おります。 

 指定管理者の評価でございますけれど

も、せっつメモリアルホールがＡと、斎場

がＢということで、どちらも指定管理者制

度を導入後、施設管理公社にお願いしてお

りまして、適切な管理運営には努めておら

れます。その中で、斎場につきましては、

職員の能力の向上の部分で今までどおり
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にやっていただいているんですけれども、

さらに研修等々しまして、能力の向上に努

めていただきたいということで、今回Ｂで

はございますけれども、全般的には良好に

やっていただけているものと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ３年間というのは、せっ

つメモリアルホールの民営化の検討とい

うことが絡んでくるのだというお話があ

りました。せっつメモリアルホールは、や

はり市民の方に安定的に葬儀もしていた

だける。また安い費用でしていただけると

いうことで、わざわざ市が建設もして今ま

で行ってきた部分だと思うんですけれど

も、日本共産党としては民営化すべきでは

ないという立場でお話をさせていただい

ています。まだ決定ではないということで

すので、ぜひ市民のために、どういった活

用の仕方ができるのかという観点から、引

き続ききちんと市が責任を持って行う形

でやっていただきたいと思っています。 

 今、管理者の評価結果というのも手元に

いただいておりますので見ておりました。

一番よいのがＳで、次がＡ、次がＢ、その

次がＣです。Ｃではないということは、適

切な管理はされているということですが、

まだもう少し努力すべきところがあると

いう内容だと思うんですけど、それがどう

いう内容なのかというところで見ていき

ますと、葬儀会館と、それから斎場ともに、

やはり今おっしゃられたように、職員の研

修について、もうちょっと頑張ってほしい

というような中身が多かったかなと思う

んです。それぞれが頑張るということだけ

ではなくて、斎場と葬儀会館が一体の管理

者であるというところのメリットとして、

両方でお互いの中身、斎場は斎場だけの研

修、葬儀会館は葬儀会館だけの研修ではな

く、一体に情報交換もして、斎場の部分の

ことも含めて葬儀というもの全体、研修を

していくことが必要というのが、この中身

に書かれているかなと思います。 

 葬儀に関する知識等、これはせっつメモ

リアルホールですけれども、摂津市の評価

の中に施設固有の項目、１６番です。葬祭

に関する知識等というところで、葬祭分野

にかかる豊富な知識に加え、摂津市斎場も

管理しており、葬祭業務を一体的かつ効率

的に運営しているというところで摂津市

は評価をしています。さらに、斎場ととも

にやっていくようにということも書かれ

ていたと思います。これは職員の資質向上

のところで、市の評価はちょっと低いです。

６になっています。この中で職員の意識が

高いので、画一的な研修に留まらず、葬祭

知識の向上のための研修や斎場職員との

共同研修を実施していく必要があると書

かれております。斎場はＢになっていたん

ですけれども、そちらも職員の資質向上、

市の評価では一般的な研修メニューに留

まることなく、現場職員の専門知識の向上

や、市立葬儀会館職員との共同研修を実施

していく必要があるということがうたわ

れています。評価の高いところでいきます

と、不正防止の取組みというところが、せ

っつメモリアルホールも斎場も両方１０

がついております。市の評価として、「心

付けの禁止などを働きかける取組みを行

っている。」「不正防止に対する組織的な風

土が根付いており、職員の意識は高い。」

ということが、両方ともにうたわれていま

す。 

 斎場は、ＰＲが弱いとなっていたと思い

ます。それについては、市の評価として６
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がついていて、ちょっと低いんですけれど

も、「施設の特性上、情報発信等を積極的

に行うことが困難な面もあるが、安定的か

つ適正な施設利用を図るため、市立葬儀会

館からの情報提供だけに頼ること無く、独

自に葬儀社等へ積極的に働きかけるなど

の取組みが必要である。」とも書かれてい

て、なかなかＰＲのしにくいところではあ

るけど、今は葬儀会館から斎場の分も含め

てＰＲができていると思うんです。やはり、

斎場と葬儀会館が一体的に運営を行って

いくというメリットが、ここから見ても非

常に読み取れると私は思いますので、３年

間でせっつメモリアルホールの民営化を

検討するお話でしたけれども、そうではな

く、しっかりと市として市民のためにどう

いう内容で充実させていくのかと。あくま

で公立でやっていくということをぜひお

願いしたいと思いますので、これは要望と

いたします。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありませんか。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１１分 休憩） 

（午前１０時１３分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第７５号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 おはようございます。 

 今回補正をされていますけども、これは

予算との差額の補正だろうと思いますけ

れども、平成３０年度に大阪府で保険料率

の一元化、統一化を目指されるということ

でありますけれども、今回この補正の影響

があるのか、全くない補正であるのか教え

ていただきたいと思うんですけれども。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、森西委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 今回の補正と、平成３０年度の保険料統

一化との関連でございますが、直接的な影

響はございません。基本的に申しまして、

平成２８年度において、高齢者医療にかか

ります拠出金と交付金の確定、それと保険

料軽減の世帯数の確定、そういったもので

実績に伴うものです。それと、高額療養費、

こちらにつきましては、医療費の伸びが予

想を上回っておりますので、そういった部

分で不足分を補正させていただいており

ます。 

 １点、高額医療費共同事業拠出金、ここ

につきましては、８０万円以上の医療費に

ついて府下で拠出を出し合い交付をいた

だくという事業でございまして、府下全体

の医療費が大きく伸びているという状況

になっております。ここについては、府下

の保険料とは直接関係はございませんが、

府下でやっている事業についての拠出金

の不足が見込まれることによって、増額補

正をお願いするものとなっております。 

 以上でございます 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 まだ先の話ではあります

けれども、平成２９年度にはそれを見越し

てといいますか、想定しながら、予算も組

んでいきながら運営していかなければな

らないと思うんですけれども、まだ大阪府

では、統一の保険料になったときの金額と

いうのが示されてないと、来年の夏、秋ぐ

らい、８月、９月ぐらいだと伺っています。

その点、市民に摂津市は今まで独自で保険

料率を決めていましたが、統一の保険料率
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になり、それはこの保険料率、保険料金で

あるということになりますので、その点、

市民に迷惑のかからないように、そして、

まだ市民が平成３０年度に保険料率が統

一されるということを理解をされていな

い方がほとんどですので、周知徹底をよろ

しくお願いして、質問を終えたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今の安田課長のご答

弁の中に出てきたと思っておりますけれ

ども、１点目は、高額医療費共同事業のこ

とでございます。今回歳出といたしまして、

増額補正が４，０００万円されておられま

して、それに伴って、国庫からも府からも

支出金が出ているという状況になってい

るわけなんですけれども、この内容という

のを見ていくと、例えばがん治療であった

りとか、あるいは肝炎に効く薬が非常に高

額なものが保険適用になったということ

が影響しているのかなと思っております。

この共同事業というもの自体が広域的な

取り組みでございますので、摂津市だけの

ミクロの視点でいろいろできないのかも

しれませんけれど、実際に今回保険適用に

なりました調剤ですが、実際、摂津市の方

はどれぐらいお使いなのか。もしつかんで

おられるようであれば、お聞かせをいただ

きたいなと思っております。また、今後そ

ういった高額医療費に関する措置がふえ

ていく可能性があるのかなと思っており

ますけれども、その見通しについても、少

しお聞かせいただきたいなと思います。 

 それと、もう１点は、単純なことなんで

すけれど、介護納付金です。今回減額補正

がなされておりますけれども、この中身が

どういうものだったのか少しお聞かせい

ただきたいと思います。 

 以上でお願いいたします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、嶋野委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 高額医療費共同事業の増額補正につい

てでございます。４，０００万円というこ

とで、額は確定していないんですが、事業

を運営しております国保連合会から、この

ままの推移であれば、拠出が足りないとい

うことで、毎月実績を出してこられまして、

それに基づいて４，０００万円を増額補正

させていただいたところでございます。 

 府内全体で事業をしておりますもので、

摂津市だけが伸びているというわけでは

なく、府下全体が伸びておると。その中で

も、大阪府全体で見ますと、摂津市としま

しては、対象者は少ないほうなのかなと。

どちらかと言うと、よその市が伸びている

分、拠出金がふやされてしまったと見てお

ります。 

 摂津市での対象者の件数ですが、こちら

につきましては、私ども国保連合会に抽出

ができるのか、抽出方法をお尋ねしたんで

すけれども、なかなか難しいと。傷病名、

Ｃ型肝炎とか肺がんの治療薬になってま

すので、病名から対象をしぼって薬を使わ

れているかというような非常に複雑な抽

出しかできませんということで、ピンポイ

ントに件数はつかんでおりません。しかし

ながら、数件見ておる中では、やはりお薬

でいいますと、多いものでひと月に３５０

万円ぐらいかかる方で平均でも１５０万

円ぐらいのお薬を使われているというケ

ースが１件見受けられます。そういった部

分で高額療養費の支給なんかによります

と、１件その場合四、五十万円、高額療養
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費を支給するという件数あたりの単価が

上がるような要因ともなっております。 

 今後の見通しでございますが、薬剤につ

きましては、先日も新聞報道でもされてお

りましたが、肺がんの治療薬です。対象と

する疾病が肺がんも適用できるというこ

とで、対象者が非常に拡大したということ

で、緊急的な引き下げ、５０％の引き下げ

をされることを決定されたところでござ

います。 

 そういった中で、一定この伸びについて

は、来年以降多少は鎮静化するのではない

かなと見ております。 

 もう一つ介護でございます。 

 介護納付金につきましては、毎年、年末

に次年度予算の国からの通知というもの

が送られてきます。その中で、介護納付金

の一人当たりの単価、国保に関しましては、

４０歳から６４歳の方が介護２号となり

ますので、介護２号の被保険者数の予測と、

一人当たり負担いただく金額が示されま

す。それで一旦予算化させていただきます

が、実際確定するに当たって、若干数値が

変わってまいりますので、その分補正させ

ていただいているものでございます。 

 ちなみに、当初予算では一人当たり６万

４，３００円の負担ということで国は示さ

れておりましたが、若干確定によって下が

りまして、６万４，２００円ほどに変更と

なったということで、補正をさせていただ

いたところでございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 高額療養費共同事業

からなんですけれども、摂津市の状況をピ

ンポイントでするのは難しいというよう

なお話であったと思うんです。そこは、今

後やはり市町村として、しっかりと要望し

ていただきたいなと思うところではある

んです。と申しますのは、やはり当然薬剤

を使うということになるということは、や

はり疾病があるわけです。その結果として

薬を使うわけでございますから、摂津市の

市民の健康状況といったものをしっかり

と把握をした中で、適切な対応策を打てる

んだろうなと思っておりますので、難しい

ということではございますけれども、そう

いったところをしっかりと、今後は担当課

として要望もしていただきたいなと思っ

ておりますし、この共同事業の拠出金の増

が、今後は落ちつくんじゃないかという見

通しやとおっしゃっておられましたけれ

ども、そこについては、今後どうなるかわ

からないところもあると思っております

ので、しっかりと、まずは市民の皆さんの

健康状況を確認するという意味で、そこに

ついては要望もしていただきたいなとい

うように思っております。 

 それと、介護納付金のことなんですけれ

ども、単純に一人当たりの単価が下がった

ということが大きな原因なのかなと思い

ます。これを拝見させていただいて、介護

保険の第２号被保険者の方がお支払いさ

れるわけですが、私も含めてそうなんです

けれども、要は現役世代の方の人数がこの

年度内で減少したことによって減ったの

かなということを少し危惧をしておった

んですけれども、あくまでもその単価とい

ったものの影響なのか。少しそこの人数に

ついてどうなのか少しお聞かせいただき

たいと思います。再度お願いします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、介護納付

金についての２回目のご質問にお答えさ

せていただきます。 

 まず、単価の部分でございます。下がり
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ましたということを先ほどご答弁させて

いただいたんですが、これにつきましては、

当初予算の単価と比べて若干下がったと。

ただ、一人当たりの負担金を経年で見てお

りますと、ふえておる状態となっておりま

す。平成２７年度でいいますと、６万２，

１２０円が単価となっておりましたが、平

成２８年度は約６万４，２００円というこ

とで、若干上がっております。 

 被保険者数の状況でございます。被保険

者数につきましても、やはり２号被保険者

の方というのは減少傾向にございます。被

保険者数、平成２７年度の決算でございま

すが、８，５４５人、平成２６年度は８，

９０６人でございましたので、だんだん被

保険者数は減少していっていると。そうい

った中で単価としては上っておりますが、

被保険者数が下がった分、総額の予算とし

ては減少となっておるという状況になっ

ております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 わかりました。単価は

当初から比べると減ったけども、経年で見

るとふえているということです。そこはよ

くわかりました。 

 被保険者の数なんですけれども、やはり

介護保険の第２号被保険者と言われる方

は、要するに現役世代の方になるんだろう

と思います。その方がやはり摂津市から、

もし減少されているという傾向があると

するならば、これはやはりこういったとこ

ろにも影響があるんだなと改めて感じる

ところでございます。きょうは副市長がお

られますが、民生常任委員会の所管を離れ

てしまいますので質問いたしませんけれ

ども、ぜひ摂津市を魅力ある、特に現役世

代の方に魅力のあるまちをぜひつくって

いただきたいなということを要望として

申し上げて終わらせていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 国保の特別会計補正予

算の質問をさせていただきます。 

 今お話がいろいろとありました共同事

業の拠出金ですけれども、今回の補正は８

０万円以上の高額な医療費がかかった場

合の部分の共同事業の拠出金がふえるで

あろうという見込みだということだと思

うんですけれども、もう一つ、１円からの

医療費についての共同事業の部分もある

と思います。摂津市の給付費で、今回２０

１５年度の決算が上りまして、予算から比

べると５億円の乖離がありました。１円か

ら拠出して、そこで交付をするとなれば、

たくさんの医療費がうちの市で突然かか

るということがあっても、その共同事業か

ら補填していただけるということだと、一

般的には理解をするところなんですけれ

ども、そこら辺の仕組みというんですか、

拠出金と、それから摂津市が保険給付医療

として見込む金額との関係というのをわ

かりやすく教えていただけたらなと思い

ます。よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、増永委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 共同事業拠出金と、摂津市の給付費との

関係という部分でございます。まず、高額

医療費共同事業の拠出金といいますのは、

先ほどもご説明させていただきましたが、

１件８０万円以上の医療費につきまして、

保険者間で急激な保険財政の影響を抑え

るために拠出した額で８０万円以上かか

った保険者に交付をするという事業でご

ざいます。 
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 もう１点、保険財政共同安定化事業、こ

ちらにつきましては、１円以上の医療費に

つきまして、１円以上８０万円未満です。

この医療費つきまして、保険者で拠出金を

出し合って、それぞれ交付をしていきまし

ょうとなっております。 

 高額医療費につきましては、高額な医療

費のリスクに対応するためになっており

ますが、保険財政共同安定化事業につきま

しては、保険料の平準化が目的となってお

りますので、若干拠出の方法が変わってま

いります。高額医療費共同事業については、

過去３か年の対象医療費実績分をもとに

按分がかけられることになりますが、保険

財政共同安定化事業には、所得に応じて拠

出金を按分するというのが入っておりま

す。そのため、所得水準の高い保険者につ

きましては、拠出額がふえるという形にな

っております。 

 給付費との見込みでございますが、過去

の推移を見ておりますと、保険財政共同安

定化事業、こちらにつきましては、交互と

いいますか、出したりもらえたりというの

が続いておりました。しかしながら、平成

２７年度に１円化となったことによって、

ほぼ拠出超過が見込まれるであろうと、平

成２７年度においても多額の拠出をさせ

ていただく状況になっております。 

 そういった中で、給付費との関係で申し

ますと、共同事業の交付金を算定するに当

たって前期高齢者分を控除して計算して

しますので、前期高齢者の方の給付費が伸

びている場合です、そういった場合におい

ては、共同事業に直接反映しないという部

分もでてきますので、少し給付費との関係

で申しますと、基本的には給付費が伸びれ

ば交付金が上るというふうな仕組みには

なっておりますが、前期高齢者の部分につ

いては、若干仕組みが変わってくるかなと

見ております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 なかなか非常に難しい

複雑な仕組みであります。一遍にたくさん

の高額な費用が突然起こった場合には、確

かにそういう助け合いの高額医療費の制

度という、これは国もお金を出している部

分ですけれども、必要であることについて

は一定理解もするところなんですけれど

も、この１円化の部分に関しては、これは

国もお金を入れてない部分ですし、摂津市

として非常に持ち出しが多くなっている

というか、拠出がふえているということが

今のお話でもあったのかなと思いますけ

れども、今高額な部分が摂津市じゃなくて

も、全体的にかかると、それが摂津市の拠

出金に高額医療費の部分では上がるんだ

というふうなお話で、そこで考えても、じ

ゃあ摂津市が自分のところの医療費をい

かに抑えるために、健康増進のためにいろ

いろ努力するかという、そこのモチベーシ

ョンというのも、このところら辺で大分し

んどくなってくるわけです。医薬品のとこ

ろでも、摂津市はいろいろと努力もされて

いることだと思うんですけれども、そこら

辺のモチベーションが下がっていくとい

うことは、非常に市民としてもしんどいし、

市としてもしんどいなと思うんです。本来

やったら、もっと健康増進のためにしっか

り努力してもらって、自分ところの摂津市

の医療費が下がっていってるということ

をつかめることが一つ大事なことではあ

るのかなと思うんですけれども、そういう

共同事業でやっていくことによって、そこ

がすぐにわからなくなって、見えにくくな

っていくという部分があると思います。１
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円化の大阪府の部分なんかでいくと、これ

は高額医療のための備えではないわけで

すから、なおさら何でやってんのという部

分も出てくるかと思うんです。一人一人が

自分たちの健康に気をつけて、もっともっ

と市民も健康になる。摂津市の保険給付も

下がるという仕組みをどうつくっていく

か、市としてすごく大切なことだと思うん

ですけれども、こういう中身が非常に薄れ

ていくということにつながると思います。

ましてや、これから言われている、大阪府

のやろうとしている府内統一化というこ

とになると、摂津市の中で行う健康増進の

問題と、それから保険料というのが全く関

連しないとは言いませんけれども、非常に

薄くなっていくということも一つは問題

点として大きいのではないのかなと思い

ます。大阪府は、そういう健康増進のため

にお金をかけるのであれば、それは保険料

として料率を上げるほうに使ってもいい

よみたいなことも言ってると思うのです。

一生懸命健康増進のために頑張った市は、

保険料が高いという、こんな話はないと思

うんですけれども、そういう考え方も一つ

示されているとも聞いています。 

 府内統一化といいますが、これは何度も

言いますけれども、あくまで保険者に料率

を決める決定権はあります。これは国の法

律としてそうなっているわけです。特に大

阪府だけ別の法律ができたわけではあり

ません。しっかりそこのところを踏まえて

いただいて、いまだに一体、平成３０年度

の保険料率がどんなふうになるのかのシ

ミュレーションもわからないという中身

でどんどんと進められていっている府内

統一化に対しては、きっぱりと反対の声を

上げていっていただきたいと思います。こ

れも要望といたします。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 次に、議案第７８号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者医療特別会

計補正予算についてです。 

 今回の補正については、確定の数字が出

てきたための補正だと思うんですけれど

も、今、摂津市の中でこの後期高齢者医療

に加入をされている方、何人ぐらいいらっ

しゃるのか教えてください。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 増永委員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 後期高齢者医療の被保険者数でござい

ます。１０月末現在ですが、８，８０８人

が後期高齢者医療の被保険者として加入

されておられます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 摂津市の後期高齢者医

療に加入の方は８，８０８人というお答え

でした。 

 決算審査のときにも言いましたけれど

も、摂津市の国保の運営については、非常

に市民に寄り添った形で行っていただい

ていると思うんですけれども、後期高齢者

医療に移行すると、摂津市の国保の国民健

康保険であるところの一部負担金免除と

かは使えないということになって、別枠の

保険ということになります。７５歳以上の

方だけを囲い込んで、摂津市は一部負担金
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免除、病院に行ったときに、お金の心配を

しなくても、低所得の方については医療費

が窓口負担が無料になるという制度です

けれども、これを使って命が助かったと喜

ばれている方も私も何人も聞いていると

ころですけれども、７５歳になって本当に

病院にかからなくてはいけない大変だと

いうような方が、一部負担金免除の制度を

なかなか使えなくなってしまう。７４歳ま

では使えていたのに、７５歳になったら使

えなくなったというお声も聞いています。

これは摂津市の責任ではなくて、この後期

高齢者医療制度という制度そのものの中

で決めているものだから問題があるんだ

と思うんです。そもそも医療の部分を７５

歳以上だけ囲い込んで特別な枠をつくる

というのは、これは非常に差別的な問題だ

と、私たち日本共産党はずっとこの問題に

ついて反対をしてきています。今、政府は、

この後期高齢者医療の保険料、これの引き

上げを考えております。今まで特例措置と

して社会保険に加入している方の配偶者

などは保険料がかからなかったのを、後期

高齢者医療に入るがために、別枠の一人一

人の保険料がかかってしまう。その激変緩

和ということだと思うんですけれども、特

例措置として保険料を安く、低くできると。

入り口はそういうところでしたけれども、

もういよいよそれを取っ払って、保険料引

き上げということが、今検討されていって

いると思うんですけれども、本当に高齢者

の方にむちを打つようなひどい内容だと

思いますので、摂津市としても、ぜひこの

問題について、国に対して保険料引き上げ

をしないように要望をしていただきたい

と思います。 

 また、医療費の負担、これも非常に高く

なっていくということも言われておりま

す。こういう問題についても、今は年金が

どんどん引き下げられる、こういう過当案

が強行採決をされているような状況です

から、高齢者の方々が安心して健康で生活

することが土台から崩される状況が起き

ていると思いますので、ぜひとも、そこに

ついてしっかりと申し述べていただきた

いと思います。 

 この後期高齢者医療の保険料の値上げ

について、国に引き上げないように言って

いただくというのはいかがでしょうか。お

答えをお聞かせください。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、増永委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 保険料の引き上げというところで、現在、

特例軽減というものが制度創設時に法定

の軽減に上乗せという形で行われており

ます。現在の廃止に向けた動きを先に申さ

せていただきますと、平成２７年１月に社

会保険制度改革推進本部において、医療保

険制度改革というものが取りまとめられ

まして、段階的に縮小するということが決

められております。その中で、平成２９年

度から原則的に本則に戻すということで、

現在７割軽減の対象の方が８．５割軽減、

９割軽減と軽減が上乗せされております。 

 また、旧被扶養者です。社会保険の扶養

であった方に関しましても、上乗せで軽減

が行われている部分でございます。こちら

につきまして、本則に戻すという議論が進

められているところでございます。 

 現在、国において議論をされている中で、

今年度中には結論が出るということをお

聞きしております。本市におきましても、

これまでも国の要望とかで、市町村で出さ

せていただいた部分があったと思います。

大阪府後期高齢医療広域連合におきまし
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ても、こういった部分で要望を出されたと

いうものを聞いておりますので、そういっ

た部分を含めて、国において段階的な廃止

と、非常に配慮をした中での見直し等も検

討されておりますので、そういった部分は

見ていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ７５歳以上ということ

は、非常に医療にかかる機会が多くなって

いくわけです。どうしても必要な保険証の

ために、一生懸命保険料を払って医療費を

節約する。こういうことも現実に起きてい

ます。本末転倒してしまっているという状

況になってきます。高齢の方々非常に真面

目な方が多いので、保険料の滞納というこ

とに関しては、しないようにということで

頑張りはるんですけれども、その分自分の

健康のための費用がなくなっていくとい

う、おかしな話になってきます。ぜひとも

減免制度を今までのとおりきちんとやり

続けるようにということをしっかりと国

に対して言っていただきたいと思います。 

 それから、後期高齢者医療制度そのもの

が、私は間違っているということもつけ加

えさせていただきまして、質問とさせてい

ただきます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４６分 休憩） 

（午前１０時４８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第７７号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 介護保険の補正予算に

ついて、お伺いいたします。 

 ８ページ、一般管理費の中に、介護保険

システム改修委託料というのがあります。

この中身について教えてください。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、増永委員

のご質問についてお答えさせていただき

ます。 

 今回、介護保険システム改修委託料とし

て挙げさせていただいていますのは、来年

４月から始まる総合支援事業に係るシス

テム改修でございます。特に、新たに事業

所の指定を行う必要がございますので、そ

れに関する事業所の手続に関してのシス

テム改修でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 総合事業に関して、新た

に介護事業所が総合事業を受ける中での

ことだと、理解をいたしました。総合事業

がいよいよ始まっていくわけですけれど

も、摂津市は平成２９年度に関しては、今

までどおり現行相当の要支援の方々のサ

ービスというのは、きちんと本人が希望す

れば、もちろんケアマネジャーと相談をし

ての内容とはなりますけれども、受けてい

ただくということで、訪問介護も、それか

ら通所介護も、両方ともそういうことでい

くとお伺いをしております。 

 訪問介護には、新しくＡ型という緩和さ

れた基準の部分を導入されるということ

ですが、これに関しては、大阪府の基準を

見て、それに基づいてやっていきたいとい

うお話でしたけれども、大阪府がどのよう

な動きをされているのかということにつ

いて、お伺いいたします。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 増永委員のご質問
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についてお答えさせていただきます。大阪

府の新たな訪問介護Ａ型の資格というこ

となんですけれども、やはり府下統一の基

準として資格を一定提示をしていただい

ております。 

 資格の講師に当たる方は、介護福祉士や

あと認知症のサポーターを講師にして、二

日程度で研修できる内容のものを一定提

示していただいておりますので、それをも

とに、市も３月までに訪問介護Ａの事業所

に勤務される方に関して研修できたらと

考えておる状況でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今、大阪府が二日程度の

研修でこの担い手となる、今まではヘルパ

ーが行ってた要支援の方々に家事援助と

いうことだと思うんですけれども、そうい

う資格を得られる基準をつくると言って

いると思うんですけれども、大阪府がやっ

ているから、府内全部一緒なんだから、そ

れでいいんだよということでは決してな

いと思うんです。やっぱりヘルパーの資格

を取るために一生懸命勉強して、試験も受

けて、今までヘルパーをやってきはったわ

けです。要支援１、要支援２という方々は、

要介護状態にならないために支援が必要

やという認定を受けてらっしゃる方なわ

けですから、ここに対して二日の研修で家

事援助に行きますということで、それで足

りるとするのは、これは間違った中身では

ないかなと思います。いくら本人が選ばれ、

ケアマネジャーと相談してとは言っても、

やはり要支援の方々に対しては、きちんと

専門的なサービスを提供して、今はいろい

ろまだおできになる。でも、これから例え

ば認知症の始まりであるとか、いろいろと

体がしんどくなってきてはるなとか、そう

いう気づきの部分です。ここら辺は、やは

りきちんとヘルパーとしての資格を持っ

た人でないと、二日間の研修ではなかなか

難しいと思いますし、要介護にならないた

めのさまざまなサポート、これも専門的な

知識があってこそだと思います。要介護状

態になる人がふえるということは、介護保

険の給付費の増加にもつながります。摂津

市は平成２９年度に関しては、ここに対し

て市が振り分けるようなことはしないと

言っていただいているので、それは大きな

前進だと思っているんですけれども、導入

そのものにまず一つ反対をいたします。 

 そして、平成２９年度はそうであったと

しても、平成３０年度以降、どうなるかわ

からないというお答えもいただいていま

すので、決して、そこに要支援の方々を当

て込むことがないようにということをぜ

ひお願いしたいと思います。これは要望と

しておきます。 

 それから、通所介護です。摂津市は通所

介護に関しては、Ｃ型短期集中リハビリな

どで、けがをされたりとか、そういうこと

になって、要介護、要支援の認定を受けら

れた方に対して、短期集中でそういうこと

をするサポートを考えておられるという

ことです。また、一般の予防事業として、

つどい場などたくさんつくって、介護状態

にならないための元気な高齢者の方々に

しっかりとサポートしていきたいという

お話で、これはなかなかいい内容だなと思

っているところですけれども、この一般介

護予防事業であるといってやっているつ

どい場が、要支援の方々のデイサービスの

代替みたいな形になる部分というのが非

常に懸念はされるところです。これはＢ型

というボランティアを中心として要支援

の方を受け入れるというのを国は考えて

おります。こことの違いです。摂津市の思
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いみたいなものをお聞きしたいと思いま

すので、お願いいたします。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、増永委員

のご質問についてお答えさせていただき

ます。 

 平成２９年度に関しましては、まずは介

護予防に力を入れていくということで、通

所の部分、特につどい場に関しては、一般

介護予防事業で、まず一般高齢者の方々が

身近に通える場所で、週一回定期的に体操

等を行う、それが介護予防になっていると

考えております。 

 その中で、もしお近くで希望されるよう

な方がおられましたら、要支援１の方でも

利用していただける、そういう仕組みをつ

くっていけたらなと思っておりまして、実

際今、モデルでさせていただいているつど

い場では、６５歳以上の高齢者の中に、人

数的には大体１割から２割、多くても３割

程度なんですけれども、皆さんお元気に介

護予防の体操等をされているという状況

を見させていただいております。やはり、

お元気な方々の中で一緒にやることで、お

元気になっていく部分があるのではない

のかなということです。近隣市によっては、

今増永委員のお話があった通所サービス

のＢ型をされているところがあるとは聞

いておりますけれども、まずは一般介護予

防で、つどい場をしっかりと確立させてい

ただくということがまず前提ではないの

かなと考えております。その中で、力があ

り、やっていただくところがあれば、そう

いうお話もあるかもしれないですけれど

も、今市として考えておりますのは、一般

介護予防で、つどい場をしっかりとつくっ

ていくということが、この平成２９年、平

成３０年の目標ではないのかなと考えて

おる状況でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 やはり、要支援や要介護

とならないための取り組み、これは本当に

大事なことだなと思いますので、そこにし

っかりと力を注いでいくとおっしゃる摂

津市の方向性というのは評価するところ

です。その中で、別に要支援の方が実際に

は参加できるのに排除するということを

求めているわけでは決してありません。地

域の方と一緒にいろんな楽しい時間を過

ごしていただくことというのは、要支援の

方にとってもいいこととも思いますので、

そこの中に何人かいらっしゃるというこ

とについては、別に問題はないと思うんで

すけれども、安上がりのデイサービスの下

請として、こういうボランティアの方々に

担っていただくというのが、国のやり方だ

と思います。そういう安上がりにするため

の下請として、要支援の人のお世話をして

もらうというのは、これは現実的に考える

と非常に危険も大きいですし、ボランティ

アの方に対しての負担もすごく大きくな

ってくる。担えるのかというような問題も

あると思うんです。ですので、やはり、あ

くまで、この部分については、今おっしゃ

ったように、予防の部分を主としてやって

いただくということで、決してＢ型という

形に移行することのないように求めて、私

の発言を終わります。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わり、次、嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 後づけになってしま

いました。申しわけございません。 

 予算書の８ページ、９ページなんですけ

れども、第１号被保険者の保険料の還付金

ということで、過年度分の保険料です。今

回１５０万円です。増額の補正をされてお
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ります。当初が２００万円を見込んでおら

れて、１５０万円の増額というのは、割合

としては非常に高い割合になっていると

思います。この状況をどのように担当課と

して分析されておられるのか。少しお聞か

せいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、嶋野委員

のご質問についてお答えさせていただき

ます。 

 例年還付金は、予算としては２００万円

を取らせていただいているのですけれど

も、大体９０万円くらいまでで、この５年

間ですと、増加傾向にはあったのですけれ

ども、５０万円から９０万円の範囲内で終

わっている状況でした。今回のように急に

非常に多くなるということはなかなか想

定されていなかったと考えております。こ

の過年度分の払戻金というものは、前年度

に、例えば申告漏れ等があれば、何年かに

さかのぼって返還等があるケースもござ

いまして、一例ではございますけれども、

例えは１件で１８万３，８７０円とか１３

万８，９６０円とかという形で、高額な方

の分が何年かにさかのぼってきたものが

集中したのかなと思っているところでご

ざいます。なかなかその時々のいつの時期

に還付をされるかということは予想がつ

きにくい部分もございますので、今回、非

常に還付金の実績が多くなったのではな

いのかなと思っております。 

 この前月末、１１月３０日現在でいうと、

もうほぼ還付金の実績額が２００万円に

近い形になっておりますので、増額をお願

いしたいということで、これは一過性のも

のではないのかなと思っているのですけ

れども、この推移を見させていただいて、

また来年度の額は確認させていただけた

らと思っております。以上です。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 非常に今までと比べ

ると、今回の補正は例外的というか、非常

に特殊なケースであったというお話であ

ったと思います。還付金ですから、いつ来

るかわからないということはよくわかる

のですけれども、そうなると、やはり心配

されるのは、今までに、本来申告している

と還付されたものが還付されずに、経過を

したものがあったのかと思ってしまうの

ですが、そうなったときに、本当にしっか

りと正しい情報というものが伝わってい

るのかということが行政として非常に大

事な務めだろうと思っております。次年度

以降、どうなっていくのかは難しいところ

なのかもわかりませんが、しっかりとそう

いうことをつかみながら、本当に正しい情

報を、皆さんがわかるような取り組みをこ

れからしっかりと工夫をしていただきた

いなということを要望として申し上げた

いと思います。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 次に、議案第８９号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 主任ケアマネジャーの

研修の部分の条例だと思います。この条例

改正の趣旨と、主任ケアマネジャーで、こ

の対象になるような方はどれくらいいら

っしゃるのか、教えてください。 

○上村高義委員長 吉田課長。 

○吉田高齢介護課長 それでは、増永委員

のご質問についてお答えさせていただき

ます。 
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 まず、この法改正の趣旨といいますのは、

主任ケアマネジャーの資格が５年で、現任

研修等を行って、更新していくという仕組

みに変わりましたので、それに関して規定

させていただいたという内容でございま

す。 

 どれくらいいるのかということですが、

主任ケアマネジャーの資格自体は、ケアマ

ネジャーのお仕事を５年間された方が研

修等を受けて取得できる資格ということ

で、大阪府等で実際にされているというこ

とでございまして、主に勤務先が包括支援

センターになる状況です。包括支援センタ

ーの３職種と言われる社会福祉士、保健師、

主任ケアマネジャーということになって

おりますので、そのお一人ということです。

どれくらいいるのかということは、市で把

握することはなかなか困難でございまし

て、摂津市の包括支援センターでは主任ケ

アマネジャーの方は４名おられる状況で

ございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ケアマネジャーに加え

て、もう一つ、主任ケアマネジャーという

のはまたいろいろとこれから総合事業な

ども入ってきますと仕事がふえていくの

かなと思います。一人一人それぞれかなり

の人数を抱えていらっしゃる。特に包括の

お仕事などは、本来なら地域包括センター

は摂津市には２か所必要だというような

ことも聞いております。それを今は１か所

でやっておられるということで、大変加重

になってきていると思うのですけれども、

きちんとした手だてを摂津市としても支

援をしていっていたただきたいと思いま

す。要望としておきます。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございませんか。 

 以上で、質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時７分 休憩） 

（午前１１時８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第８１号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 平井保健福祉部理事。 

○平井保健福祉部理事 それでは、議案第

８１号、摂津市健康づくり推進条例制定の

件につきまして、補足説明をさせていただ

きます。 

 平成２８年の第１回定例会におきまし

て、市政運営の基本方針の中で、国立循環

器病研究センターを核とする北大阪健康

医療都市の動きを契機としまして、健康づ

くりの理念をはじめ、健康の観点から禁煙

エリアの指定を盛り込んだ（仮称）健康づ

くり推進条例を制定する旨の方針が示さ

れ、今定例会に条例案をご提案させていた

だく運びとなりました。 

 それでは、前文及び条文に沿ってご説明

させていただきます。 

 前文については、まず、健康が充実した

市民生活を送る基本であり、市民共通の願

いであることを述べております。 

 次に、本市では、昭和６１年に健康都市

宣言を行い、さまざまな取り組みを行って

きましたが、現在は少子高齢化の進展や２

０２５年問題など、市民の健康づくりの重

要性が一層高まっていることを述べてお

ります。 

 そして、このような中で、全ての市民が

健康であることの重要性を自覚し、また、

健康への理解や関心を深めることに努め

ることとあわせまして、地域社会全体で健

康寿命の延伸に取り組む必要性を明示し
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ております。 

 そして最後に、全ての市民が生涯にわた

ってすこやかでいきいきと暮らせる健康

長寿の地域社会の実現に向けて健康づく

りを推進することを決意し、この条例を制

定するというふうに結んでおります。 

 次に、第１条では、この条例の目的を定

めております。 

 第２条では、健康づくり、事業者、健康

づくり関係者及び健康づくり関係団体の

定義を定めております。 

 第３条では、基本理念について、健康づ

くりは市民が生涯にわたって主体的に取

り組むこと。さらに、市民、事業者、健康

づくり関係者及び本市が相互に連携協力

して取り組むことを定めております。 

 第４条では、市民の役割について、みず

からの健康の意識の向上や個人の状況に

応じた健康づくりの積極的な取り組み、ま

た、健康診査の受診等により、みずからの

心身の状態を把握することに努めること

を定めております。 

 第５条では、事業者等の役割について。

事業者、健康づくり関係者、健康づくり関

係団体の役割を定めるとともに、これらの

事業者等は市が実施する健康づくりの推

進に関する施策への協力に努めることを

定めております。 

 第６条では、市の責務について。市は健

康づくりに関する施策を策定し、実施する

ことを定めております。 

 第７条では、市が健康づくりの推進する

ための基本的な計画を策定すること、また、

計画を策定する際は、附属機関である健康

づくり推進協議会に意見を聞くことを定

めております。 

 第８条では、市が実施する健康づくりに

関する施策を定めております。 

 第１号で、生活習慣病等の予防に関する

知識と普及と啓発。第２号で、食生活や運

動、喫煙等の生活習慣の改善を図るための

必要な環境の整備。第３号で、定期的に健

康診査や歯科検診の受診及び保健指導を

受けることの勧奨。第４号で、妊産婦及び

乳幼児の健康診査や保健指導等の保険サ

ービスの提供に対する体制の整備。第５号

で、心の健康の保持及び増進。第６号で、

健康づくりに必要な情報の提供。第７号で、

健康増進法第２５条で規定する受動喫煙

の防止に関すること。第８号で、これらの

事項以外に市長が必要と認めることを定

めております。第９条では、健康づくり推

進月間について、市民の関心と理解を深め

るため、健康づくり推進月間を１１月とし、

市はこれにふさわしい事業の実施に努め

ることを定めております。第１０条では、

第８条で定める市の施策である受動喫煙

の防止に関し、重点的に推進する必要があ

ると認められる地区を路上喫煙禁止地区

にすることができること。また、指定した

ときは、その旨を告示することを定めてお

ります。第１１条では、路上喫煙禁止地区

において、何人も喫煙をしてはならないと

定めております。 

 第１２条では、路上喫煙禁止地区におい

て、違反している者に対し、市長は必要な

指導、または勧告することができることを

定めております。 

 第１３条では、この条例の施行に関する

必要な事項は市長が定めるとした委任規

定でございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２

９年４月１日から施行いたします。 

 また、本条例第７条第１項で健康づくり

推進計画を策定するに当たり、附属機関で

ある健康づくり推進協議会に意見を聞く
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ことを定めましたので、摂津市附属機関に

関する条例中の健康づくり推進協議会の

担任事務を改正いたします。 

 以上、議案第８１号摂津市健康づくり推

進条例制定の内容の補足説明とさせてい

ただきます。 

○上村高義委員長 説明は終わり、質疑に

入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、もともとは健康

都市宣言で、理念から条例を制定して、具

体的なということになってこようかと思

うのですけれども、今、ご説明をいただい

たのですけれども、健康まつりとか、そう

いう講座とかで国立循環器病研究センタ

ーの方が来られて、講座ともしくは話をい

ただくということでありますけれども、こ

こで言いますと、市民全体に健康づくりを

勧めていくということでありますけれど

も、市民全体に対して国立循環器病研究セ

ンターとの関係を進めているのか、今のと

ころどういうふうに考えておられるのか

をお聞かせいただきたいと思います。 

 生活習慣病、食生活ということでありま

すけれども、これは人の一生の生き方にな

ろうかと思うのですけれども、その点も、

市民もしくは法人の方にどのように進め

ていくのか、その点について、お考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

 健康診査受診率について言うと、摂津市

の中でも１００％ではないと、摂津市は他

市に比べてもそう高くはないということ

ですが、まずそこを高めていくという形も

進めていかなければならないと思います

し、また、ここで言うたばこについて、路

上喫煙に関しての部分もありますが、市と

しては、たばこを販売して、それに伴って

たばこ税という形がありますけれども、そ

の点について、たばこを販売される事業所

との話等も含めて、どうなっているのかを

お聞かせいただきたいと思います。以上で

す。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 森西委員のご質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

 国立循環器病研究センターとの関係と

いうことでございますが、もともと、この

条例ができたきっかけになったものは、国

立循環器病研究センターがこちらに来ら

れるということで、健都を中心にして、さ

まざまな取り組みを考える中で、どういう

健康づくりをしていこうかということを

受けて、私どもが協議会に諮問させていた

だいて、答申をいただいて、本条例をつく

ったという経過がありまして、直接的な健

康増進の事業ではございませんが、この条

例策定について国立循環器病研究センタ

ーがこちらに来られるということがきっ

かけになってということでございます。 

 具体的な国立循環器病研究センターと

の連携につきましては、先ほど委員からも

お話がございましたが、具体的には医師の

派遣でありますとか、今の健康事業のアド

バイスをいただいたり、実際には講演会に

来ていただいてということでご活躍をい

ただいております。 

 特に、本年度につきましては、糖尿病に

スポットを当てまして、プログラムをつく

る段階から国立循環器病研究センターの

ドクター、栄養士の方にアドバイスをいた

だきながら企画を考えてまいりました。 

 次年度におきましては、先ほどございま

した糖尿病ではございませんが、心臓に今

度はスポットを当てて、国立循環器病研究

センターのドクターと今事業を考えてい

るところでございます。 
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 なかなか健康問題を市民全体にという

ことで、一足飛びにとはいかないのですけ

れども、国立循環器病研究センターの先生

に来ていただいて講演会をいただくとか、

あとはそういうプログラム、アドバイスを

いただくというところで連携を深めてい

るところでございます。 

 それから、路上喫煙のところについて、

答弁させていただきます。 

 たばこ税との関係ということでござい

まして、本条例で禁煙の地区を指定できる

ということをうたってございます。これに

つきましては、健康増進が観点になってお

りまして、受動喫煙も当然ですけれども、

喫煙についても健康上余りいい影響がな

いというようなデータもございますので、

健康推進の観点から、たばこの喫煙につい

ても一定啓発はしていかなければいけな

いと考えております。 

 ただ、たばこ税との関係ということもご

ざいまして、やはり本市におきましても数

億円のたばこ税が入っているのですけれ

ども、やはり健康の観点から言いますと、

喫煙、また受動喫煙を防止していくことと

いうのは非常に重要になっておりますの

で、吸われることもやはり法律上認められ

るところがあるのですけれども、健康の推

進という観点では、一定、喫煙を減らす、

受動喫煙を防止していくという施策を進

めてまいりたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 私からは２点お

答えさせていただきます。 

 １点目の食生活の課題ですが、これにつ

いては、人の生き方というところもあり、

どのように推進していくかということで

すが、基本的にはやはり食事は１日３食取

るものですし、やはり嗜好等の問題もあり、

基本的な食事を周知するにはなかなか工

夫が要るかと思います。ただ、府全体でも

先日発表がありましたように、ご飯と麺類

やご飯とおこのみ焼きとかの粉物との組

み合わせで、かなりバランスが悪い、また

所得と食事の偏りについても課題として

提示があったかと思います。市民の方に気

づいていただかないと、なかなか改善は図

れないかと思いますので、ホームページや、

現在保健福祉課では野菜バリバリ運動と

いうことで、毎月食育の日である、１９日

にホームページに食事に関するコラムを

発表するなどという形で、地道ではありま

すが、食生活の重要性について周知を図っ

てきております。 

 また、食事については、生涯を通じてと

いうことになりますので、高齢者の事業に

ついても、食事という点で地域福祉通信等

を用いましてＰＲをさせていただいてい

るところです。 

 健康診査の受診率についてですが、ご指

摘いただきましたように、まだまだ高いと

は言えない状況にあります。今年度でした

か、健診の案内を同封するパンフレットを

少し工夫をしまして、かなり目を引くよう

な物に変えたり、あるいは従来からですが、

がん検診とのセット健診で、ＰＲも行うと

いうような形で、働いていらっしゃる方に

も１日で双方の健診が受けられるように、

対応を図っているところです。 

 また、こちらも地道ではありますけれど

も、ホームページによるＰＲや医師会から

のＰＲ、あるいは口コミによるＰＲという

ことで、機会を捉え健診を勧めさせていた

だいて、健診を受けていただき、健康に関

心を持っていただけるよう、まずは健診を

受けてくださいというＰＲを今後も図っ
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ていきたいと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 今、ご答弁いただいたので

すけれども、これは本当に多岐にわたる幅

広いことでありますから、努力して推進し

ていくということになると思うのですけ

れども、ただ、この条例をつくられて、そ

うしたら成果というか、ただつくっただけ

で、皆さん努力してくださいだけではいけ

ないと思うのです。やはり条例を制定する

前とつくった後では、こういう変化があり

ましたとか、例えば体の変化や健康寿命が

延びましたとか、そういうものがないと、

条例をつくったから健康になったのかわ

からないので、その点は条例をつくる前と

つくった後で、摂津市民にはこういう変化

がありましたという成果と効果がわかる

ことが必要だと思いますので、これはさま

ざまな統計なり、いろいろな部分があろう

かと思いますので、その点はぜひとも示し

ていただきたいと思いますし、またその成

果、効果が上がるような形をぜひともつく

っていただきたいと思います。 

 国立循環器病研究センターとの関係と

いうことですが、それは国立循環器病研究

センターが研究をされている健康につい

て健康まつり等の講座、講演なりというも

のをしていただいておりますけれども、そ

れは恐らく特定の方だけになろうかと思

うのです。それを市民全体にどうやって、

健康というものを広げていくのか、この仕

組みをどういうふうにしていくのか、もし、

今のところ考えているところがあれば、説

明をいただきたいと思います。 

 これは市民だけではなくて法人もそう

ですし、恐らく今、学校では食育というこ

とで、朝ご飯を食べるようにということで

指導をしていますけれども、なかなかそれ

も１００％という形にはなっていないで

す。その１００％というような形になって

いないところで、この条例をつくられて進

めていかなければならないと思うのです

けれども、どういうふうに進めようと考え

ておられるのか、その点もあわせてお聞か

せいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 森西委員のご質問

にご答弁させていただきたいと思います。 

 まず、事業の評価につきましては、ご指

摘がありましたように、ここで施策等も具

体的にはうたってございませんが、具体的

には第２次摂津市健康増進計画で具体的

に上がっています。その部分を進めながら、

本施策、条例が推進できているか、評価、

分析して、次の計画というか、より健康増

進を進めてまいりたいと思っております。 

 国立循環器病研究センターとの連携を

どういうふうに市民に広げていくかとい

うご意見でございますが、今のところ、国

立循環器病研究センターだけではござい

ません。先ほど、食育の話もございました

けれども、一つは、健康というものは自分

自身がやるもので、強制されるものではご

ざいませんので、いかに啓発をしていくか

というところがポイントだと考えてござ

います。摂津市保健福祉総合ビジョン２０

１６にも書いていますけれども、情報の提

供の方法について力を入れていきたいと

考えております。ホームページもしかりで

すし、高齢者の方はやはりお話を聞いてい

ますと、まだまだホームページというか、

デジタルでの情報提供を受けにくいとい

う状況がありますので、校区等福祉委員会、

自治会長等にご協力いただきながら、健康

事業、地域福祉の事業と一緒に、アナログ、

新聞というか通信というか、Ａ３版ですけ
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れども、そのような資料を提供する範囲を

広げていっているという状況でございま

す。 

 また、今後も国立循環器病研究センター

とより多くの市民を対象にした事業等も

検討していきたいと考えております。以上

でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 なかなかこれは大きい話

で、また、成果、効果というとなかなか難

しいことになってこようかと思いますけ

れども、先ほど、介護保険の特別会計でつ

どい場というようなこともありました。そ

のようなことも一つですし、本当に一つ一

つ、あらゆるところで健康というものを進

めていかなければならないと思いますし、

市民の方がやはり意識を持っていただい

て、私も欲に負けてしまうので人さまに言

えないのですけれども、そこを常に意識を

して、自分の体を、将来、一生のことと考

えていただいて、目先の欲に負けないよう

に意識を持ってもらうということが必要

だと思いますので、これがただ条例をつく

っただけということにならないように、ぜ

ひとも頑張っていただきたいと思います

し、皆さん、健康という意識は持っておら

れると思うのですが、市民皆さんの意識が

変わるように、さらに強い意識を持ってい

ただきますように、ぜひとも取り組みを行

っていただきたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 この条例の文面を見

ておりますと、推進計画が策定されるみた

いです。策定されると、当然数値目標とい

ったものを伴う計画になるのかなと推測

されるわけなのですけれども、それで一度、

どのような推進計画になるのか、そのイメ

ージをお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、実際に健康づくりを進めてい

こうとすると、今、森西委員も触れておら

れましたけれども、つどい場なども平成２

９年度以降に集会場を活用しながらやっ

ていくと。その中で認知症の予防というこ

とで、先進的な取り組みもやっていくのだ

というお話が本会議でもあったのかなと

思います。 

 現在も校区等福祉委員の皆さんである

とか、本当に多くの皆さんのお力をいただ

きながら、健康づくりが進められているの

かなと思っておりますけれども、そうなっ

てくると、やはり関係団体の育成といいま

すか、支援といいますか、そこはさらに今

まで以上に大きなウエートが占められる

のかなと思うのです。その点について、今

回、この条例を制定されているわけですか

ら、その点についても何かお考えのことが

あるのかなと思いますので、少しお聞かせ

いただきたいなと思います。 

 それから、具体的な話になるのですけれ

ども、これを見ておりますと、第８条の中

で、いろいろと項目を上げていただいてお

ります。その中で、第５号ですが、「心の

健康の保持及び増進に関すること」といっ

たことが書かれています。これは非常に大

事なポイントなのかなと思っております。

関係ないかもしれませんが、年間で大変多

くの方が自殺をするということも社会的

な問題であるとかねてから言われている

ことでありまして、やはり心の健康という

ことは非常に大きなポイントになるのだ

ろうと思っておりますけれども、この点に

ついて、今もされているのかもしれません
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が、今後、具体的にどのようなことをされ

ていかれるのか、これはイメージになるか

もしれませんが、お聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、路上喫煙のことですが、恐ら

く路上喫煙の禁止地区をこれから定めて

いかれるのだろうと思います。その点につ

いて少しあるならば、お聞かせいただきた

いと思っておりますし、路上喫煙というこ

とは、いわゆる受動喫煙といったことがシ

ビアになるのかなと思っていますけれど

も、それプラス、私は歩きたばこの危険性

ということについては、やはりもっと啓発

をしてかなければいけないのかなと思っ

ています。 

 いつか忘れましたが、摂津まつりの中で

もそういったことがあったと思うのです。

それが大きな教訓になるのかなと思って

おります。ということは、歩きたばこも基

本的には禁止をしていくべきであって、そ

うなると、むしろ市域の中でたばこを吸え

る地域自体が限られてくるのかなと思っ

ておりますし、そういったところで、喫煙

に対しての総合的な考え方も示していく

べきなのかなと思っております。その点に

ついてもお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から、

第８条の第５号の心の健康の保持及び増

進に関することについて、どのような予定

があるかというご質問です。 

 今、ご質問にありましたように、自殺と

いうことで、中心となるのは自殺対策かと

思いますが、現在、実施しています事業と

しては、ゲートキーパー研修です。そうい

う心を病んでいらっしゃる場合にご相談

をされるであろうということで、民生児童

委員への研修会の開催や、今年度につきま

しては、青少年の自殺も大変ふえていると

いうことで、高校生を対象とした研修の開

催をしております。また、この研修会につ

いては、年に１回で進めているところです

が、やはり予防的な視点で対象者の選定を

しながら、実施、継続をしてまいりたいと

思っています。 

 また、ほかには、やはり育児期に鬱のよ

うなご状態になられる方もおられますの

で、第８条の第４号にあるような母子保健

サービスの提供に係る体制というところ

にもなりますが、やはり孤立を防ぐための

対策についても同時に取り組みを進めて

いきたいと思っております。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 嶋野委員のご質問

に答弁させていただきます。 

 まず、企画についてのイメージでござい

ますけれども、計画につきましては、既に

摂津市の増進計画という計画がございま

す。この計画を先ほどお声がありましたよ

うに、抽象的な部分が非常に多かったとい

うところがございまして、昨年度、一定、

これを見える化ではないですけれども、数

値であらわして、比較できるものはできる

ように補完しましたものがこのまちごと

元気！推進プランでございます。 

 本条例で、施策等も進めていくというこ

とを強くうたわせていただきまして、さら

に、この計画を推進してまいりたいと考え

ております。 

 あと、つどい場の関係と、今校区等福祉

委員会がやられていますサロンにつきま

しては、逆に調整というか、同じような内

容になる部分もございますので、現在サロ

ンをやられているところにつきましては、

そこに通っていただければ、一定同じよう
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な体操とかもやっていることもございま

すので、逆にそこと離れたところでつどい

場を設定していただきますように、高齢介

護課並びに社会福祉協議会とは調整をし

ているところでございます。 

 やはり、つどい場につきましても、現状

行われているサロンと、離れたところでや

って、今、サロンに来られない方等にもそ

こに来ていただく。あわせて、要介護認定

の方を、今入っている方もお呼びして、ご

利用いただくことで、有効なサロンやつど

い場ができるのではないかということで、

調整をさせていただいているところでご

ざいます。 

 次に、路上喫煙の具体的な場所について

でございますが、この場所につきましては、

一つは路上喫煙と受動喫煙につきまして

は、大変多くの市民から苦情を寄せられて

いるところでございます。苦情を多く寄せ

られているところを具体的に挙げますと、

やはり千里丘駅の西口改札の出口周辺で

す。ここにつきましては、やはりたくさん

の人が一時で集まる時間帯がございます

通勤時間、その時間等に苦情が集中してご

ざいます。 

 そのほかに苦情が多いのが、阪急摂津市

駅の横の踏切のところの苦情が多ござい

ます。これも通勤時間帯、朝、非常に長時

間踏切が閉まるような状況がございます

ので、そこで人がたまり、たばこを吸われ

るということで、受動喫煙の苦情がたくさ

ん寄せられております。 

 具体的な地区につきましては、今申しま

したような市民の声を生かしながら指定

していきたいなと考えております。ただ、

地区指定につきましては、地元の市民の声、

自治会の声でありますとか、やはり商業地

域になれば、商店の方等のご協力も不可欠

になってまいりますので、そこと調整をさ

せていただいて設定していきたいという

ふうに考えております。 

 当然、受動喫煙とあわせて、火のついた

たばこを、通常大人が下におろしますと、

子どもの顔付近に来ることもございます

ので、火のついたたばこについての火傷に

ついても、あわせてＰＲをしていきたいと

考えております。 

 たばこについては、先ほどの答弁でもさ

せていただいたところなのですけれども、

健康面で考えますと、悪影響が多いと考え

ておりますし、これは喫煙もしかり、受動

喫煙もしかりでございますので、保健福祉

課としましては、やはり、先ほどのプラン

の中にも入れていますけれども、総合的に

は喫煙率を下げていきたいとは考えてご

ざいますが、一足飛びに全市を路上喫煙禁

止区域にということは現状では考えてご

ざいません。以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 少し補足をさせ

ていただきます。 

 先ほど、心の健康の保持、増進というこ

とで答弁させていただきましたが、やはり

若い世代の閉じこもりも大変大きな課題

となっておりますし、また、高齢者におい

ても、やはり一人暮らし等で家に閉じこも

るということも多く聞きます。そういった

鬱の前兆といいますか、予防ということで

申しますと、先ほどのつどい場といった事

業も心の健康の保持、増進ということで、

効果的なものになるのではないかと思っ

ていますのと、保健所で心の健康相談とい

うことで、出張相談を月に２回摂津市でも

していただいておりますので、そういった

専門的な立場の方との連携も今後ますま

す重要になってくるのではないかと考え
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ております。よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 本当にご丁寧にご答

弁いただきまして、ありがとうございます。 

 まず、心の健康のことでご答弁をいただ

きました。特に気になるのが、高校生に対

して研修されていかれるというようなお

話があったのですが、特に思春期というも

のは、やはりつまずきがあったりするわけ

です。しかし、それは後から見ると必要で

あることもたくさんあるわけで、しかし、

そこをどう受けとめるかというところは

非常に大きな問題なのだろうと思います。

そこが閉じこもるという表現を使われま

したけれども、閉じこもりだったりとか、

ひきこもりというような問題にもつなが

っているのかなと思います。そうなってく

ると、やはり特に若い世代に対しては、何

か自分の中で目標となるものがあるのか

どうかとか、常にそれがだめだとしても、

次に何か見つけられるのかとか、そういっ

たところに主眼を置いた取り組みがやは

り私は大事なことなのかなと私は思いま

す。これは、学校教育とも密接に関係して

くるところなのかもしれませんけれども、

ぜひ、そういった観点から、若年層といい

ますか、小学生も含めて、中学生、高校生

に対してはそういったアプローチもぜひ

行っていただきたいなと思います。これは

要望として申し上げたいと思います。 

 それと、若年層ではない方と言うと表現

に語弊があるかもしれませんが、ゲートキ

ーパー研修ということもされておられる

ということでございますので、何かみずか

ら自殺を選択されようとされる方は、その

寸前のところで誰かに相談できると、効果

があるということも少し聞いたことがあ

ります。私も余り詳しくはないのですけれ

ども、そういったこともありますので、も

っと広くＰＲをして、皆が認知をしていた

だかないと意味がないと思いますので、こ

の点についても工夫をしていただいて、よ

りよいものにしていただきたいと思って

おります。 

 それから、推進計画の数値目標のことで

ございまして、確かに今までの計画自体が

抽象的なものであって、それを少し数値化

したものがまちごと元気！推進プランで

あるという答弁だったのかなというよう

に思うのですけれども、これは矛盾するか

もしれませんけれども、例えば数値目標が

しっかり伴った計画は立てていただきた

いと思います。ただ、全てが全て数値化で

きるかというと、なかなかできないことも

あります。数値化できないのだけれども、

ずっと言い続けるといったことも大切だ

ということもあるわけですから、変に数値

化にこだわって、こぢんまりとしたものを

つくるのではなくて、もちろん数値化でき

るものは数値化していただいて、しかし、

もっと幅の広い大きな計画といったもの

を心がけてつくっていただきたいなとい

うように、これも要望として申し上げたい

と思います。 

 それから、関係団体のことでございます

けれども、つどい場とサロンの調整という

お話もしていただきました。地域福祉計画

といったものができたときから、地域福祉

の担い手といったことは非常に大きな課

題であったのかなと常に思っております。 

 しかし、今後はより多くの方が地域で過

ごされる時間がふえてくるわけでござい

ますので、そういった方が今度は担い手と

して活躍していただくということは十分

に可能だと思っております。ただし、そこ

はいろいろな工夫がやはりあるべきなの
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かなと言うように思っております。 

 例えば、まちでボランティア活動に従事

されると、ポイント制があったりとかとい

うこともあるわけですので、そういった先

進的な事例も参考にしていただきながら、

摂津市ならではの地域福祉といったもの

をつくっていっていただきたいなと、これ

も要望として申し上げたいと思います。 

 それから、路上喫煙についてですが、市

民からいろいろ苦情がある。その声をもと

にしながら、活かしていきながら、禁止地

区を指定していきたいというお話だった

のかなと思いますが、それとあわせて、先

ほど少し近いことを課長がおっしゃった

と思うのですけれども、例えば、通学路に

おいては、子どもの通学時間には歩きたば

こはやめてくれということは具体的に言

えると思うのです。そういったことについ

ては、今すぐに答弁ができないかもしれま

せんけれども、私はやっていただきたいと

思っていますが、少しその点についてはお

聞かせいただきたいと思います。 

 それから、ことしの７月に、千葉県の柏

市に視察に参りまして、いろいろな取り組

みを拝見してきました。理事も一緒に同席

していただきましたけれども、その中でい

ろいろな取り組みがあったのですけれど

も、柏市の場合は、例えば、会社を定年退

職されて、地域に戻ってこられたとしても、

いろいろと活躍する場があるのです。これ

は、生涯学習のまちづくりと健康づくりが

やはり同じではないのかなということを

改めて感じたのですけれども、そうなると、

やはり、この健康づくりを進めていこうと

するならば、生涯学習という視点は欠かせ

ないのかなと思っているのですけれども、

きょう、せっかく副市長がお越しでござい

ますので、そうなってくると、機構改革と

は言いませんけれども、そういった課を超

えた取り組みといったものもやはり行っ

ていく必要があるのかなと思っておりま

すが、そのあたりについて、少し行政とし

てのお考えをお聞かせいただきたいと思

います。２回目は以上でお願いします。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 地区の指定に関し

て、今の考え方をご説明させていただきた

いと思います。 

 委員から、通学路、通学時間帯というよ

うなご要望もございました。市民の方々の

声では、例えば、公園や広場、特に未成年

者のように特にたばこの影響が強い方々

が集まる場所等でもおたばこを吸われる

方がおられるというようなお声もいただ

いてございます。 

 まず、私ども健康推進の観点から、まず

第一歩、今、一番ご要望が多い地区につい

て取り組みをさせていただいて、その次に

は、さらに禁煙対策、受動喫煙防止を進め

ていくという観点から、さらに次の対策地

区と考えております。以上でございます。 

○上村高義委員長 奥村副市長。 

○奥村副市長 それでは、ご質問にお答え

したいと思います。 

 生涯学習と健康づくりということなの

ですが、少し逆論で言いますと、不健康な

人はいろいろな社会のところでは活躍が

できないと、これは一つ言えるのではない

かなと。やはり、自己の健康管理をしっか

りしてこそ、いろいろな場面でしっかり活

躍できるのではないかなと思っておりま

す。また反対に、生涯学習を、要は本当に

推進される方、あるいはしっかり自己検診

をされる方、こういう人たちは自分の健康

にも関心が高いのではないかなというふ

うに思っております。相関関係はありとい
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うふうには思っております。 

 先ほどのたばこの部分で補足の説明を

させていただきたいと思います。 

 完全に禁煙の学校に通っているたばこ

を吸わない家庭の子どもがたばこ由来に

よるニコチンを検出されたことがある。そ

の原因を調べますと、通学途上でたばこの

煙を吸い込んでいたというようなことが

あるそうです。そういう部分では、東京都

では、路上喫煙の禁止とか、そういうよう

な対策がなされております。 

 今回、この条例を挙げておりますのは、

あくまで理念条例ということでご理解を

お願いしたいと思います。ただ、理念条例

の中でも、喫煙の対策の部分については、

項目を挙げて、より受動喫煙については制

約をしていきたいというようなことで、具

体策を喫煙の場合については挙げており

ます。 

 喫煙の部分なのですけれども、２０２０

年に東京オリンピックが行われます。この

東京オリンピックのときに、ＩＯＣとＷＨ

Ｏが２０１０年にたばこのない五輪とい

うことで、要は合意をしております。最近

では、リオのオリンピック、ここでは、建

物内では原則禁煙となっております。それ

から、２０１４年のソチの冬季五輪では、

罰則ありで、飲食店あるいは宿泊施設、学

校、医療機関では屋内禁煙ということが義

務づけされております。そういう意味では、

２０２０年の東京オリンピックを機会に、

大いに禁煙対策が進んでいくのではない

かなと。ことしの１０月に厚労省が案を出

して、それぞれ提示をして、各関係団体に

意見を聞いております。ある団体では、厳

罰化をすべきではないか。ある団体におい

ては、建物内を禁煙にすると、商売に影響

が出てくる。喫煙室が設けられたらそれで

オーケーというふうに厚労省は言ってい

るが、お金がかかること、スペースがない

ということで、賛否両論でございます。 

 そういう意味では、来年の国会には一定

の方針を決めて、法律案が通されると聞い

ております。その中では罰則の規定もある

のではないかなと予想をしております。そ

ういう部分では、今回、禁煙の部分につい

ての受動喫煙に対する制約を決めており

ますが、国の動向によって、本市の条例も

影響を受けるのではないかなと思ってお

ります。 

 ただし、受動喫煙の部分については、世

の中全体については非常に厳しい目を向

けておられますので、どんどんと喫煙者に

ついては非常に肩身の狭い思いをするの

ではないかなと思っております。 

 ちなみに、２００５年で男性では３９％

の喫煙率、それが１０年後の２０１５年に

は、男性が３０．１％ということで、どん

どん喫煙者は減っていく状況になってお

ります。そういう意味では、今回、条例を

挙げさせていただいて、その事由に乗りま

して、できるだけ受動喫煙をなくしていき

たいというのが今回の条例の趣旨でござ

います。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、路上喫煙のこと

でございますけれども、課長からご答弁い

ただいて、その後、副市長からも補足でい

ろいろと国の今後の状況等も含めたご答

弁をいただきました。 

 まずは、一度、モデル地区をつくって、

そこから始めたいというようなお話では

なかったかなと思いますが、その点につい

て、ぜひしていただきたいなと思います。 

 それプラス、副市長も今おっしゃってお

られましたけれども、全くたばこを吸わな
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い家庭の子どもが、たばこ由来のニコチン

が検出されるという問題は、私はなかなか

看過できない問題ではないのかなという

ように思います。 

 そうしたら、例えば、たばこ以外で、車

の排ガスであるとか、いろいろなものがあ

るわけで、全てを規制することはできない

ですけれども、ただ、やはり子どもが通学

している時間くらいは、その地域ができる

のだろうなというように思っております

し、モデル地区にとどまることなく、副市

長のお言葉をおかりすると、これから国の

動向を見据えた中で、進んでいくというこ

とでございますが、やはり摂津市は摂津市

として、主体性を持って、また、摂津市の

特徴をしっかりと踏まえた計画をぜひつ

くっていただきたいなということを、これ

は要望として申し上げたいと思います。 

 それから、生涯学習との関連についても、

関連性があるのだというお話でありまし

たが、例えば、社会的に非常に責任のある

立場にあった方が引退されて、急激に老い

ていくというようなことがあるのだろう

なと思います。私もそんなに目にしたわけ

ではないですけれども、そういうことがあ

るのかなというように思います。でも、や

はりいつまでも自分の役割がどこかにあ

るということは、心の健康ということから

しても、非常に重要な視点だというように

思いますので、やはり私は、いつまでも何

か活躍ができる、そういった視点からも、

ぜひ計画を練っていただきたいなと。必要

であるならば、生涯学習とも連携したより

よいものにしていただきたいなというこ

とを要望として申し上げて、終わらせてい

ただきます。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５９分 休憩） 

（午後 １時    再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 嶋野委員の質問が終わりましたので、次

の方。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 まだまだ議論がされて

おりますが、私も思うところを何点かだけ

質問させていただきたいと思います。 

 健康政策ですけれど、非常に、私個人と

しては思い入れのある取り組みでござい

まして、ちょっと過去をひも解いてみます

と、平成１９年５月２４日に、体操三部作

が発表されました。そこからこの体操の普

及に随分取り組んできましたけれども、そ

の普及するビデオには、何と嶋野委員の奥

さんが前で体操されてますけれども、何度

も何度も見させていただきましたが、その

後、健康づくり自主グループというのがど

んどん進んでまいりまして。平成２０年度

から健康づくりグループ交流会というの

が活発に行われていまして、今も年２回、

随分活発に行っていただいております。ま

た、平成２６年度から、まちごとフィット

ネス！ヘルシータウンせっつ事業という

ことで、ウオーキングコース、健康遊具と

あわせたウオーキングコースが毎年、３か

年連続で設置されました。平成２７年の３

月に最終コースの千里丘コースが策定さ

れましたけれども、また平成２７年の５月

からは、健幸ノート、まちごと元気！ヘル

シーポイント事業も開始していただきま

して、ことし２年目ということで、本当に

さまざまな取り組みがされてきまして、そ

してまた、ことしの３月には、この摂津市

保健福祉総合ビジョン２０１６というの

ができました。まちごと元気！推進プラン

もそうですが、あわせて、計画ということ

で、先にこの計画ができて、いよいよ今回
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条例ということで、本当にそういう意味で

は、いよいよ摂津市が健康を大きく前に出

して、取り組みを進めていくという、その

体制がそろったという気がいたします。こ

れからは実践あるのみということで、この

目標も全て書いてありますから、その実現

を目指して。一瀉千里進んでいるというこ

とになります。そういうことで、まず大変

期待をしているということを申し上げて

おきたいと思います。 

 その中で、先ほど来、議論になりました

ことについて、何点かお話をしたいと思い

ますが、まず一つ、１点目の心の健康の問

題について、今、社会はストレス社会とい

うふうに言われていまして、交通事故で亡

くなられる方よりも自殺をされる方が圧

倒的に多いという時代になりました。平成

２７年度で、日本では２万４，０００人の

方が自殺で亡くなられてますけれども、交

通事故死は４，１００人です。だから、６

倍ということです。摂津市でも、大体交通

事故死が１人ないし２人ですから、６割と

いうことは年間でも６人ぐらいは恐らく

自殺で亡くなられているんだろうと思い

ます。 

 先日、知り合いの方が実は自殺をされま

した。私もいろいろかかわってまいりまし

て、医者にも一緒についていったことも何

度もあります。とにかく待ち時間がすごく

長いです。治療は３分か５分ということで、

それに２時間、３時間も待って治療を受け

るというふうな、そういう実態があって、

その方も、前々日、私はお会いしましたが、

次の日、もう一回、薬を変えてもらいにそ

の医者に行くということで行かれました

けれども、薬は変えてもらえたようですが、

その未明に自殺をされました。 

 やっぱり、こういう体制というか、見守

りとか、いろんな面を含めて、当然医者も

含めて、そういう見守り体制の確立という

のは、非常にこれから大きな、大事だなと

いうふうに実感しています。これからそう

いうネットワークや見守り体制というの

も必要だなということを問題提起してお

きたいと思います。 

 それで、話は変わりますが、禁煙の区域

でございます。 

 先ほど、禁煙地区については、具体的な、

この辺を考えているよというような話も

ありましたけれども、一方で、スケジュー

ルについて大体どれぐらいの時期に決定

して、どれぐらいの時期に発表して実施し

ていくと考えているのかということと、も

う一つは、吹田市の条例には罰則がありま

す。罰金２，０００円と書いてます。摂津

市の場合は、こんなんありません。罰則の

ない中で、これをしっかり守ってもらう、

徹底してもらうということになりますか

ら、やっぱり、しっかりその作戦なり考え

ていかないといけないと思いますが、そう

いう守ってもらうためにどのような取り

組みをしていこうと思われているのかと

いうこととあわせてご答弁をお願いいた

します。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 藤浦委員のご質問

にご答弁させていただきます。 

 禁煙地区についてのスケジュールとい

うことかと思いますけれども、お答えさせ

ていただきます。 

 本委員会でご審査いただきまして、この

議会でご可決いただきましたら、早急に地

区の指定に向けて動き出したいと思って

おります。具体には、条例につきましては

平成２９年４月１日施行という形になっ

てございます。 
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 先ほど申しました地区についても、一応、

市民の声等々を踏まえながら進めてまい

りたいと思っておりますけれども、地区指

定に当たりましては、そこの地区にお住ま

いの方でありますとか、中には商店の方

等々にご理解をもらった上で進めていく

必要があるかと思いますので、来年早々に

はそういう協議を進めさせていただいて、

平成２９年４月１日施行から、看板等の準

備もありますので、夏場までには告示等し

て、地区の指定をしてまいりたいというふ

うなスケジュール感で現在は考えており

ます。 

 もう一点、罰則のない中で、どのように

この路上禁煙地区のＰＲ施策を推進して

いくかというお問いだったかと思います

けれども、この件につきましても、先ほど

の地区指定の件とかかわりが出てまいり

ますが、指定する前から、そこの地区の方

とご協力させていただいて、ご理解をもら

って、啓発を進めていきたいと考えており

ます。 

 あと、この禁煙に関しましては、三師会

に協力をしていただけるとお聞きしてお

りますので、その三師会の方々とのＰＲも

考えてございます。 

 もう一点は、この条例と並行しまして、

環境から、環境美化推進地区についても来

年度から、条例が通ればしていかれるとお

聞きしております。この地区が、私どもの

考えています地区と非常に似通ってくる

んではないかということも庁内では議論

させていただいております。同じように、

ここも啓発が重要になりますから、関係課

と連携を深めて、啓発を進めて、より効果

のある、また実効性のあるものにしていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ありがとうございます。

ご答弁をいただきました。 

 啓発につきましては、まさに市民にしっ

かりと力をおかりして、そして、オール摂

津でやっぱり取り組んでいくということ

が非常に大事だと思います。そういう意味

では、そのための自治会も当然大事やと思

いますし、それから、何かしかけができる

ものなら、そういう推進委員的な、ごみだ

ったらごみ減量推進委員がいますが、例え

ば、禁煙推進委員とか、そういったことも

考えながら、ぜひ市民と一緒に取り組んで

いける考え方をお願いしたいと思います。 

 それで、全体のこの健康づくりの推進に

つきましては、同じように、やっぱり今こ

こまで条例ができました。だから、これか

ら大事なのは、行政は今いっぱいいろいろ

やっていただいていると思いますが、その

推進をする組織の強化と、それから活発な

活動ということになってくると思います。 

 今、健康づくりグループというのが交流

会をされていまして、進んでおられると思

いますが、そういったグループの組織化を

より強化していく、例えば文化を広めてい

るところには文化連盟という団体があり

ます。例えば健康まつりも、今は専門の方

が主催でやってらっしゃいますけれども、

そういう組織をつくる中で、この民間グル

ープも一緒になって、健康まつりを一緒に

盛大に、文化ホールも使って、発表会も兼

ねてやるとか、そういう推進グループを表

に出すような、そういう取り組みもこれか

ら必要だと思うんです。 

 それから、単に頑張れというだけじゃな

くて、やっぱり何かこういう特典がありま

すよというのもあってもいいと思うんで

す。文化連盟だったら、そこに加入をする
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と、施設を使う際の減免措置があります。

社会教育団体ということになりますが、こ

れは第５次行政改革実施計画では検討さ

れて、廃止の検討もされていますけれど、

今は残っています。私は、やっぱり推進を

するからには、やっぱりそういう特典もあ

ってもいいと思うんです。 

 それが一つの市としての態度というこ

とになりますので、丸々同じような形では

無理だとしても、何かやっぱりそういう組

織を強化していく、組織を前に出していく

ための仕組みみたいなものも、ぜひ考えて

いただきたいと私は思うんです。これから

できるとすれば、条例ができたので、やっ

ぱり市民団体が表に出て、どんどんそれを

進めていけるという体制、組織づくりがこ

れから大事な鍵ではないかと思いますが、

そのことについてどのように思われるの

か、誰に答えてもらいましょうか、平井理

事で、答えられますか。 

○上村高義委員長 平井理事。 

○平井保健福祉部理事 藤浦委員のご質

問につきましてご答弁させていただきた

いと思うんですが、おっしゃるように、健

康づくりを進めていくに当たりましては、

我々市だけではなく、市民の皆様をはじめ、

関係団体の皆様、あと、具体的にはそうい

った健康づくりに自主的に取り組んでい

ただいている各団体の皆様のご協力とい

うのは非常に大事だと思っております。そ

うした皆様方がより取り組みやすい環境

づくりというのも我々の役目だと思って

おりますので、その辺につきましては、今

ご提案いただいた点を踏まえまして、内部

でも十分検討していきたいと考えており

ますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 ぜひ、そういったことも

考えて、本当に、皆さんが伸び伸びと活発

に活動していただけるような体制という

んですか、仕組みをぜひ考えていただいて、

本当に、名実ともに健康づくりが活発に、

そして皆さんが健康になる摂津市をぜひ

目指していただいて、モデルとなる市を目

指していただくことをお願いして、要望と

して質問を終わります。 

○上村高義委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 ほかに。 

 増永委員 

○増永和起委員 健康づくり推進条例の

制定の件について質問いたします。 

 まず、語句について質問をさせてもらい

たんですが、健康づくり関係者及び健康づ

くり関係団体というのはどういうものな

のかということについて教えていただき

たいと思います。市民はわかりますし、事

業者は民間の会社などかなとわかります

けれども、ここについて、もう少しはっき

りと説明がいただきたいなと思います。 

 それと、先ほどから心の健康の問題が出

ております。自殺の数字が非常に高いとい

うふうなご指摘もありました。性的マイノ

リティーの方々の自殺率というのが結構

高いと。もちろん、性的マイノリティーと

いうのは病気でも何でもありませんけれ

ども、いわれなき差別とか偏見という中で、

特に思春期のときには、非常に悩みも深く、

自分の生きている値打ちはあるのか、ほか

の人と違うということで非常に悩まれて、

自殺も考えられると聞いておりますが、何

か摂津市でそういう性的マイノリティー

の問題でも取り組みをされているような

ことがあるのかということについてお聞

きしたいと思います。 
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 それと、また、こちらは病気だと思うん

ですけれども、依存症です。たばこにも依

存性はありますけれども、アルコール依存

とか、ギャンブル依存というのも非常に問

題が大きなものだと思いますけれども、こ

ういうことについてつかんでおられると

か、対策を立てておられるとか、そういう

ことがあるのかどうかお聞きします。 

 以上です。 

○上村高義委員長 丹羽課長。 

○丹羽保健福祉課長 増永委員からのご

質問にご答弁させていただきます。 

 健康づくり関係者と健康づくり関係団

体という語句の説明でございますが、条例

の中で本当に簡単に申しておりますが、保

健医療サービスと福祉サービスを提供す

るものということでございまして、保健医

療サービスの提供とは、治療や看護など、

直接的に身体的に施すサービスのこと、い

わゆる病院でございますとか、あと今、治

療院とかございますけれども、そういうと

ころの方を保健医療サービス提供者とい

うふうに定義させていただいております。

それともう一つ、福祉サービスの提供者と

は、日常生活を行いやすいように提供され

るサービスのことでございますので、いわ

ゆる介護の事業所でございますとか、介護

事業を行われているようなホームヘルパ

ーの派遣とかされているような事業者を

関係者としてイメージしております。 

 健康づくり関係団体ということで、もう

一点、そちらにつきましては、先ほど藤浦

委員からもありましたけれど、健康体操の

グループでありますとか、あと、健歩会、

ウォーキングのボランティアをやられて

いる団体でありますとか、男性だけで集ま

られていろいろ料理の勉強をされている

団体でありますとか、健康づくりを自主的

に市民の方が中心にやられているグルー

プのことを健康づくり関係団体という定

義を考えてございます。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 ご質問、２点につ

いてお答えさせていただきます。 

 １点目の性的マイノリティーの方に対

する取り組みについてのご質問ですけれ

ども、保健福祉課でこのテーマを主とした

取り組みというのは、現時点では実施はし

ておりません。市ということで言いますと、

人権という視点で、具体的な事業の取り組

みまではわかりませんが、一定、人権的な

視点での取り組みがあるのではないかと

考えております。 

 ２点目のご質問ですけれども、アルコー

ル依存症対策についてということで、ご相

談いただいたケースにつきましては、主に

地域で活動されている断酒会の会合への

ご案内や、また保健所の専門相談というこ

とで、出張相談が摂津市で実施があります

し、また茨木保健所本所では、頻回に相談

日等も設定があると聞いておりますので、

そういったところへつなげるという支援

を主にさせていただいております。また、

健康に関する各種講座においては、一般的

な話に、アルコール依存症を防ぐという視

点から、適酒というような話は盛り込んで

講座を開催するということがございます。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今、市内において、健康

づくりに必要な保健医療サービスを行う

のは、病院とか、診療所、医者関係という

ことでした。先ほど、ほかの委員からのご

質問にも、三師会がいろいろと協力してく

れるというようなお話もありました。 
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 健康診断の受診率が、非常に求められて

いる数字になかなか届かないというとこ

ろも、ほかの委員からご指摘があったと思

うんですけれども、やはり、一つは、特定

健診が持ち込まれることになってから、そ

れまでの病院で全部ひとまとめで健診を

受けられるということから、それぞれ別々

というような状態が出てきて、病院で、ほ

かのことで受診したついでに健康診断も

やりましょうということができなくなっ

ていった部分というのがあったと思うん

です。やっぱり、セット健診ということに

ついて、今は摂津市の医療機関で簡単にで

きないと思うんですけれども、こういう条

例もつくっていって、いろいろご協力もい

ただく中ですので、病院でセット健診がで

きるという方向に、医者でも協力していた

だけるように努力をしていただきたいな

と思います。要望としておきます。 

 また、健診を受けるのに、やはり健診の

費用というのが非常に頭が痛いところで

す。結構金額がはってしまうと。クーポン

をいただいたりもするんですけれども、や

はりそのクーポンをいただくよりも、まず

は無料で健診ができるということをきち

っと確立していただいたら、受診率も非常

に高まるんではないか。箕面市なんかは、

そういうふうにやってるということで、以

前、森西委員からのご指摘なんかもあった

と思います。そういう方向も目指して、や

はり、まずは健康診断を受けていただくと

いうことを、市としても積極的に働きかけ

ていただきたいなと思います。これは要望

としておきます。 

 それから、もう一つ、ぜひ医者にご協力

をいただけるように働きかけてもらいた

いのが、妊婦とか、乳幼児についても、こ

の条例の中にも書かれておりますけれど

も、出産に対して経済的に非常にしんどい

という方が、入院助産制度、これを活用す

ることができるんですが、摂津市にただ一

つ出産できる病院がありますけれども、そ

こではそれが使えないということがあり

ます。何度も指摘はさせていただいてます。

また、生活保護の方もそこで出産すること

ができないということも聞いております。

これに関しては、何回も働きかけてはいた

だいているとは思うんですけれども、やは

り１個しかないわけですから、ぜひ強く強

く働きかけていただいて、お金の心配なく

出産ができる、そういう病院になっていた

だきたいなと思いますし、またここがどう

しても難しいということであれば、ぜひ摂

津市にもそういう出産できるところをも

っと誘致していただくということも、せっ

かく摂津市の中で子育て世帯をたくさん

という目標を持っているわけですから、そ

ういう部分でも働きかけを強くしていた

だきたいと思いますので、ここに関しては

見解をお聞きしたいなと思います。 

 それから、性的マイノリティーの問題で

す。これは、やはり今、ようやく日の目を

見てきたというか、まだまだ全体的な認識

というのは低い状況です。どこの分野で、

どこの管轄でやればいいという問題では

ないと思っているので、もちろん人権のと

ころでもしっかり取り組んでいただきた

いと思うんですけれども、例えば、教育の

問題であるとか、そういう場面でも非常に

大切なことだと思いますし、まずいろんな

市役所の窓口にいらっしゃる職員の方々

にとっても、きちんとした認識を持ってい

ただくということについて、意識もしない

中で差別的な発言をしてしまったとかい

うことがないよう考えていかないといけ

ないなと思います。ぜひ、保健福祉課の健
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康づくりの部分でも、これはなかなか表に

出にくいですが、たくさんの方々がそうい

う性的マイノリティーの問題を抱えてい

らっしゃるというのはいろんな数字も出

ているところですので、ぜひともお願いし

たいと思います。 

 アルコール依存については、今、摂津市

でも取り組みはされておられるというこ

とです。人数とかいうのはつかめますか。

それと、ギャンブル依存のお答えがなかっ

たので、そのことについてもお伺いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 １点目の出産で

きる病院についてのご質問です。 

 １か所、摂津市内にありますが、利用が

しづらい状況ということです。それにつき

ましては、ご協力いただけるように依頼を

させていただくという対応で進めていき

たいと思います。病院の誘致につきまして

は、三島の医療圏の中で、病床の機能につ

いてのベッド数の管理等もございますの

で、摂津市で１か所ふやすというようなこ

とは、現時点では考えておりませんので、

今ある病院にできるだけご協力をいただ

くということで考えていきたいと思いま

す。 

 ２点目のアルコール依存についてです。

現在、アルコール依存症の病気で治療中の

方が何人というような人数については、数

字をお答えできない状況です。 

 あと、ギャンブル依存症についてですけ

れども、ふだんの日常の相談支援の中で、

例えば、そういうことで生活が崩れていく

というようなご相談や、あるいは親の年金

を使い込んでしまうという相談の中で、お

受けした折には、支援の中の一環として対

応させていただいたり、あるいは消費者金

融等での借り入れ等の問題については、産

業振興課の専門相談員の方と連携を図る

ということはございます。ギャンブル依存

症の方についての実態についても、今、数

値での把握はできかねております。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 新しい病院の誘致が難

しいというお話でした。しかし、摂津市は、

出生率は、大阪府下の中ではそんなに低く

ない市だと思います。もうちょっと大きく

なってから摂津市から出ていくという話

はありますけれども、やはり安心して子ど

もを産み、育てられるという環境づくりは

非常に大事だと思いますので、ここに関し

てはぜひ研究をしていただきたいなと思

いますし、今ある施設、病院に、やはり粘

り強い働きかけをしていただいて、市民が

安心してそこの病院に対してかかれる環

境もぜひつくっていただきたいと思いま

すので、これは要望としておきます。 

 それから、アルコール依存、数字がわか

らないということでした。かなりたくさん

の方がおられるのではないかなと、周りに

聞いてみましても、男性に限らず、女性、

妊婦でも結構飲んではる方がいてるとい

うような話も聞いたりとか、依存症ですの

で、病気ですので、ご本人の意思でやめる

というわけにはなかなかいかないという

ところでは、治療が必要なものだと思いま

すので、しっかりと周知もしていただき、

取り組みも、これからせっかく健康づくり

条例ができることですから、していただき

たいと思います。 

 ギャンブル依存に関しても、これは病気

ですので、多重債務、何ぼ解決しても、ま

た新たな債務をふやしてしまう。ご本人は、

そのときはもう絶対やめると言ってても、
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これも病気ですのでやめられないという

状況になって、家庭も崩壊してしまうとい

うこと、たくさんあります。全国では、そ

れに対して、本人だけではなく、家族の会

とか、いろんなものもできておりますし、

いろんな取り組みもされておりますので、

ここについても、ぜひ研究もしていただい

て、健康づくりというところからも、これ

は課題としていただきたいなと思います。 

 それと同時に、カジノ法案が、今、国会

で強行採決という状態になっております。

本当に、わずか二日間、６時間の審議で、

国民の中の反対が多いにもかかわらず、強

行採決をされてしまっています。この問題

についても、カジノができるということは、

今でもギャンブル依存は世界的に見て日

本は非常に高いんです。この依存症の方々

というのがたくさんいらっしゃる。そうい

うところに、またさらにギャンブル依存を

広げる問題にもつながりますし、青少年の

健全育成とか、そういう問題からも、やは

り非常に大きな課題があるものだと思い

ますので、ぜひ、このカジノ法案に対して、

反対の声を摂津市からも上げていただき

たいと思います。 

 また、大阪万博の問題が言われておりま

すけれども、これは、カジノをここへ持っ

てくるということとセットの課題ですの

で、大阪府に対しても、こういうことをし

ないようにということをぜひ摂津市から

も要望していただきたいと思います。これ

に関しては要望といたします。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、議案第８８号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 保健センターにおい

て、介護予防であるとか、日常生活支援の

総合事業の一部を実施できるようにとい

うことでございますけれども、具体的に、

今までとどのような変化があるのか、少し、

単純な質問でありますけれども、聞かせて

いただきたいと思います。お願いします。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それではご質問

にお答えいたします。 

 今までとこれからどう変わるかという

ことですけれども、今までは、介護保険に

基づきます通所介護事業ということで、要

介護認定の方とあわせて、介護予防という

ことで、要支援認定の方に対しても通所の

事業を展開しておりました。それが平成２

９年の４月から、新規に要支援になられる

方につきましては、利用ができないという

ことで、新たに地域支援事業という枠の中

の総合支援事業として、機能訓練事業を実

施するということになります。今までは介

護保険の中の予防給付事業を、今度は地域

支援事業という、要支援認定を持たなくて

も利用できる要介護認定を持っておられ

た方と要支援認定を持っておられた方、両

方が受けることができていた通所介護サ

ービス事業から、今後は、要介護認定をお

持ちの方に対する通所のサービス事業と、

要支援認定をお持ちの方が、リハビリとし

て通うサービス事業を実施することがで

きるように、保健センターでも今回の一部

改正をさせていただき、引き続き、要支援

認定の方でも集中したリハビリが受けら

れるように、新たに枠をつくらせていただ

いております。それが主な今回の改正とな

ります。 
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○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ということは、介護保

険法が改正されて、今まで、いろいろと予

防給付等受けておられた方が一部受けら

れなくなると。そういった方を引き続き継

続してこの施設を利用していただくよう

にということで、今回の改正をしたという

ことでよろしいんですか。、それだけ確認

させていただいて。 

○上村高義委員長 わかりやすく説明し

てください。 

 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 介護予防を目的

としてということで、要介護認定者だけで

はなく、要支援認定者も受けられることが

できるようにということで、改正させてい

ただいたということになります。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 平成２９年度から、ま

た新たな計画になっていくわけでござい

まして、そのことについて、私は、一定仕

方がないところがあるのかなと思ってお

りますけれど、しかし、そのことについて

いろいろと不安をお感じの方もおられる

のかなと、それ、実際にあるんだろうと思

います。そういった状況をしっかりと踏ま

えた中で、今回、この保健センター条例の

一部を改正していただくということは、非

常に的を射た取り組みなのかなと思って

おりますので、評価させていただいて、し

っかりと、今まで以上のことができますよ

うに要望させていただいて、終わらせてい

ただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 保健センター条例につ

いてです。 

 介護予防、先ほど介護のところで質問を

しておりました、総合事業のＣ型というの

をリハビリ短期集中で保健センターが行

われると。また、そのつどい場などに出向

いていって、このＣ型で、短期集中でリハ

ビリをされた方々が、今度は、一般の介護

予防の事業になりますけれども、そこでつ

どい場をやっておられるようなところに

通われている場合、そこへ保健センターか

らも出向いていって、またリハビリをやっ

たりということもやると伺っているんで

すけれども、かなり今でもハードな仕事を

皆さんこなしてはるんじゃないのかなと

思うんですけれども、そういう新しい形と

いうことになっていくに際して、人員的な

確保というのがどうなのかという点につ

いてお伺いをいたします。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 ご質問にお答え

いたします。 

 現在も、ふれあいサロンや、地域に、月

に１回ですが、保健センターから、理学療

法士や作業療法士といったリハビリの専

門職が出かけているという事業を実施を

しております。 

 今ご指摘いただきましたように、それに

ついても、回数がふえるなど、そういった

点については、業務量としては今よりも回

数は多く必要になってくるであろうと考

えております。ただ、保健センターの中で

行っております今までの介護保険の通所

介護のサービスについては、継続実施し、

介護予防の要支援の方は短期集中で実施

していきますけれども、そのあたりの事業

と人員については、調整を図りながら、平

成２９年度から切りかわりがされていき

ますので、その中で、具体的な数が見えて

こようかと思います。平成３０年度に向け
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まして、事業量を勘案しながら、また人員

の体制については、必要であれば検討して

いくということになろうかと考えます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 新しい仕事になります

し、業務量もふえるであろうということで

すので、ぜひ、そこはしっかりと対応をと

っていただきたいなと思います。サービス

がきめ細かくできるということは、やはり

仕事をされる方に余裕がないとなかなか

難しいと思いますので、その辺はしっかり

と対応していただきたいなと思います。要

望としておきます。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わりました。 

 以上で、質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後１時３７分 休憩） 

（午後１時３８分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第８７号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、自立訓練に関す

る事業を実施するためということでござ

いますけれども、今までは、生活介護に関

する事業にこれを加えるということであ

りましたけれども、内容として、新たに自

立訓練に関する事業ということがプラス

されたのか、今までもされていて、文言を

整理したりするためにこの改正をするの

か、その点をお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 それではお答えい

たします。 

 自立訓練サービスにつきましては、今ま

では摂津市内では行っておりませんでし

た。対象となる利用者がおられた場合につ

きましては、吹田市でありますとか、高槻

市でありますとか、そういう近隣のところ

でされている事業所がありますので、そち

らで自立訓練を受けると言う形を今まで

はとっておりました。 

 しかし、就労しても長く続かない。就労

された方が挨拶を余りできないであると

か、例えば、コミュニケーション能力が低

いであるとか、また、遅刻でありますとか、

欠席でありますとか、そういったご自身の

健康管理も含めまして、時間管理というの

がなかなかできないという現状がござい

ます。先ほど申しましたように、摂津市内

には、今まで自立訓練サービスを行ってい

る事業所がございませんでした。そういっ

た観点から、今回、自立訓練サービスをひ

びきはばたき園で行うという条例改正を

上程させていただいております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 そうしますと、この自立訓

練に関するサービスは、例えば、定員があ

ったりとか、例えば、期間があったりとか、

そういうことを実施されていくのか。 

 それと、ひびきはばたき園全体の中で、

今までにないスペースを使われて、この自

立訓練のサービスを実施されるのか、その

点、お聞かせをいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 今までは、ひびきは

ばたき園におきまして、生活介護、就労移

行支援、就労継続支援Ｂ型という形で、全

て合わせまして６０名の定員がございま

した。生活介護が３０名、就労移行支援が

１０名、就労継続支援Ｂ型が２０名であり

ましたけれども、この６０名という定員は

変えずに、今考えておりますのは、生活介



- 37 - 

 

護が２８名、就労移行支援が１０名、就労

継続支援Ｂ型が１６名、自立訓練が６名と

いうことで、同じ６０名という定員の中で

行うことを考えておりまして、スペースに

つきましても、現状のところでの使用を考

えております。 

 期間につきましては、１年間の設定です

けれども、さらに１年は延長できるという

ことになっておりますので、最長２年間と

なります。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 全体の定員は変わらずに、

その中の定員を変えていくということで

ありますけれども、やはり摂津市で自立訓

練のこのサービスができるところがなか

ったということでありますから、今まで１

年間の期間と、例えば、今度、摂津市のひ

びきはばたき園を利用されようとする方

は、定員が６名ということですけれども大

体年間にどのぐらい、何名ぐらい実際に今

までおられて、他市に何名ぐらい行かれて

いたか、その点の数字の把握というのは示

せるものなんでしょうか。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 １年に対して何名

という数字は、今把握はしておりませんけ

れども、今まで合計して延べ十数名が他市

の事業所を利用されていると聞いており

ます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 実際十数名ということで

すけれども、今度６名ですか、それでその

対応がし切れるのかどうかというのが、今

答えを聞いて思ったんですけれども、その

点はどういうふうに考えておられますで

しょうか。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 現状で、就労移行支

援でありますとか、就労継続支援Ｂ型を利

用される方につきましても、やはりこうい

った自立訓練、就労に結びつけるためには

自立訓練が必要な方もいらっしゃいます

ので、その方々と話し合いを行いながら、

自立訓練２年、それから就労移行支援２年

と、合計４年間かけての支援、訓練を行い

まして、就労に結びつける方策ということ

を考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 最後にしますけれども、今

回新たに自立訓練のサービスが実施され

るということで、それは今までに摂津市で

はないことでありますから、いいとは思い

ますけれども、仮に、実際にひびきはばた

き園のニーズがあって、ニーズに定員が及

ばないのであれば、やっぱりその点は定員

増ということも考えて、やはり摂津市の中

で、ハンディキャップをお持ちの方が安心

して生活ができるような体制づくりとい

うか、それは摂津市でつくっていかなけれ

ばならないと思いますので、実際におられ

る方が何名おられて、他市のサービスを使

わなくても摂津市で安心して生活できま

すよと、サービスが提供できますよという

ような形をぜひともつくっていただきた

いと思いますので、この点は要望とさせて

いただいて、質問を終えたいと思います。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 今、森西委員の質問の中

で、いろいろと数字のお話が見えてきたと

ころがあります。生活介護の人数が減ると

いうお話もあったと思うんですが、今いら

っしゃる実際の利用者が何人で、この人数

を減らすことで影響が出てこないのかと

いうことについてお聞かせいただきたい
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と思います。よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 森川課長。 

○森川障害福祉課長 生活介護の人数で

すけれども、平成２７年度実績ですが、登

録されている方が月平均２８名おられま

す。ただ、この方々が毎日来られるという

ことではございませんで、週何回というこ

ともありますので、平均しましたら、１日

当たり２３名の方がご利用されておられ

ます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ということは、今のお話

ですと、支障はきたさないということにな

るのかなと思いますけれども、今後、その

年度、年度で、やはり人数が変わってくる

こともあると思いますので、そこのところ

をきちっと対応していただけるように、ぜ

ひよろしくお願いいたします。 

 先ほど、森西委員もおっしゃっていたよ

うに、定員増ということも含めて考えてい

ってもらいたいなと思います。 

 それと、障害者の家族の団体から要望書

も出ていることだと思うんですけれども、

やはり障害のある方ご自身が力をつけて

も、就労ということになると、受け皿がし

っかりしていないと、なかなか受け入れが

難しいという問題もあります。そういうこ

とについても、やはり企業への教育、啓発

といったことをはじめ、国の施策として、

一般雇用につながるというようなことと

か、就労後のサポート、こういう問題もし

っかりしていただきたいということで、企

業や国に対しても働きかけをぜひよろし

くお願いしたいと思いますので、要望とい

たします。 

○上村高義委員長 増永委員の質問は終

わりました。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時４８分 休憩） 

（午後１時５０分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第７９号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 斎場の指定管理なん

ですけれど、これは初めて指定管理をする

わけではないんですけれども、指定管理制

度をこの斎場に導入してきて、実際どのよ

うなメリットがあったのか、正直、私には

全くわからないところがあるんですけれ

ども、ちょっとそこを教えていただきたい

と思います。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 斎場の指定管理者制度

導入のメリットでございます。 

 やはり、指定管理者制度を導入すること

によりまして、指定管理者で使用許可の申

請の受け付け、前までは市役所に申請に来

られていたんですけれども、今は施設で受

け付け等をやっておりますので、事務の改

善、効率化の面でメリットかなと考えてお

ります。 

○嶋野浩一朗委員 わかりました。 

 以上です。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わり、次、森西委員。 

○森西正委員 指定管理者を、施設管理公

社がされているということでありますけ

れども、例えば、他市も指定管理者制度と

いうのがあるかなと思うんですけれども、

他市で、斎場がどういうところが、施設管
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理公社みたいなところか、別で、全く違う

ようなところが指定管理者になっている

のか、その点、わかるようであれば教えて

いただきたいんですけれども。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 どの市がどういうとこ

ろに指定管理者を指定しているか把握を

していないんですけれども、聞くところに

よると、火葬炉のメーカーも指定管理者を

受けているという話は聞いておりますけ

れども、どの市がどういうところに指定管

理をという点は、把握しておりません。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 実際、この斎場でお勤めの

方というのは、もう本当に大変な仕事だと

思います。もう心から敬意を表したいと思

うんですけれども、どういう形でされてい

るというのが余り見えないところであり

ます。今、お聞かせをいただいたんですけ

れども、今回、その指定管理者を決めるに

当たって、施設管理公社がありましたけれ

ども、他市では炉のメーカーもあるという

ことでありましたけれども、どういうとこ

ろがあったのか、差しさわりのないところ

があればお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 今回、この指定管理者の

指定につきましては、公募はせずに、施設

管理公社、１者特命でやっております。と

いうのは、指定管理者制度導入当時から、

斎場の指定管理者をされておりまして、こ

の間、適切に管理運営をされていたという

ことでございます。やはり、先ほど申しま

したように、せっつメモリアルホールと一

体的な管理運営というのが必要でござい

ますので、今回は、公募はせずに、施設管

理公社、１者特命でやっております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 森西委員の質問は終

わりました。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、議案第８０号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 先ほどの議案第７９

号ともこれ関連してくるんですけれど、先

ほどの森西委員の質問の中で、葬儀会館と

斎場と一体的に管理運営をしていくとい

うお話があったと思います。そうなったと

きに、そしたら、その葬儀会館をどれだけ

の市民の方がご利用になるかというとこ

ろは、やっぱり見ていかなあかんところな

のかなと思うんです。この間の決算の際に

も申し上げましたけれども、葬儀会館以外

の民間の施設もたくさんできてまいりま

して、当然、そちら民間として運営されて

いるわけですから、やはり、本当にそれぞ

れのご利用の方のニーズに応えるような

ものが提供されているんだろうなという

ように思うんです。 

 そしたら、葬儀会館が今の形でずっと維

持をすることが果たしてどうなのかとい

うことについては、やはり一定考えていか

なあかんのかなというように思うんです。

決算審査のときに申し上げましたけれど

も、やはり、もっと小規模での家族葬とい

ったことも視野に入れたものも、使いやす

くしていくといったことは大切なことで

あろうと思いますし、そのことによって利

用率を上げることが、やはり斎場と葬儀会

館とを一体として運営していくというこ

とのメリットがふえていくんだろうなと

いうふうに私は思っております。その点に

ついて、きょう、市民生活部長がおられま



- 40 - 

 

すので、今後どのようにお考えなのか、少

し今後の方向性をお聞かせいただきたい

と思います。 

○上村高義委員長 登阪市民生活部長。 

○登阪市民生活部長 嶋野委員のご質問

にお答えいたします。 

 決算審査のときにもご質問されておら

れました。確かに、斎場の利用状況に比べ

まして、葬儀会館の利用状況が伸びていな

い状況がございます。その背景には、やは

りおっしゃっておられますように、家族葬

をはじめとしました葬儀に対する市民の

ニーズが以前とは違ってきているのでは

ないかなということが考えられると思っ

ております。 

 したがいまして、市民の方の葬儀に対す

るニーズがどこにあるのか、それから、そ

の中で公として果たすべき役割がどこに

あるのか、このあたりはきちっと、次の３

年間をかけて整理をしていかなければな

らないと思っております。 

 ただ、葬儀会館は葬儀会館として、でき

てきた経過とか、経緯とか、それから葬儀

会館を利用している業者の問題など、いろ

いろ独自の問題も抱えております。そうい

った問題をこの間、整理をしてきておりま

すけれども、まだまだどのような形で最終

的に取り組んでいくのかについては未定

な部分もございますので、ご指摘のありま

したようなことも踏まえまして、この３年

間で結論を出していきたいと考えており

ます。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 かつて市営葬儀とい

うことでいろいろとされておられて、それ

がかわって規格葬儀ということをされて

います。それは質素な葬儀をしていただく

ということが根底にあるんだろうなと思

うんですよ。そしたら、本当に小規模な家

族葬をやろうと思うと、葬儀会館ではなく

て民間のところを使われると。それは選ば

れて使うのであれば結構なんですけれど

も、しかし、葬儀といったものは本当にい

つすることになるのかわからないところ

もございますし、それに備えて準備ができ

ているかというとなかなかできていない

わけでして、これは言い方悪いかもしれま

せんけど、自分たちの思うようなものがで

きないところがあって、そこが大きな問題

じゃないかと思います。 

 そうなったときに、葬儀会館を摂津市立

のものをしっかりと持っているというこ

とは私は非常に大きな意味があると思っ

ておりますし、それである以上は、多くの

人に使っていただくということが大切だ

と思います。市民生活部長にご答弁をいた

だきまして、この３年の中でもう一度あり

方を検討していくというお話をしていた

だきましたので、ぜひそういったことに、

今のままでいくんだという結論ではなく

て、本当に３年かけて、いろんな状況を見

ながら柔軟にあり方についても考えてい

ただきたいと思います。 

 要望として申し上げます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 摂津市立の葬儀会館に関

しては、決算審査のときにも質問をさせて

いただいて、そのときにも市民の起債の返

済自身は市民の税金からされていくとい

うことでありますから、やはり利用を多く

していただいて、会館を多く使用していた

だいて、またそのような中から運営、返済

をしていくのが理想といいますか、本来だ

と思うのですが、先ほど市民生活部長から
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も答弁がありましたけれども、斎場の利用

数と葬儀会館との利用数との乖離がある

ということですから、その点は少なくして、

民間は民間で努力をされて、民間でとられ

たらいいと思うのですが、ただ、市として

はその部分を民間に流れないようにして

いくのが努力だと思うのですが、先ほど、

嶋野委員も質問をされていましたけれど

も、例えば、家族葬とか、実際にせっつメ

モリアルホールで使用されたときと民間

の葬儀をされたときの費用がどうである

かというのが担当で把握をされているの

か、その点、お聞かせいただきたいと思う

んです。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 せっつメモリアルホー

ルを利用した場合の使用料と民間のホー

ルを利用した場合の利用料について、本市

では民間でどれぐらいの費用がかかって

いるのかは把握をしてございません。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 民間では、せっつメモリア

ルホールを使用するよりも安くなります

よということで、実際に話をされて、民間

で葬儀をされているという方が多いと伺

っているんです。それが実際にどうなのか

というのが、市として担当で持っていない

と、例えば、葬儀は市営葬儀から規格葬儀

になりましたけれども、その金額が民間で

されている家族葬をされたときと、せっつ

メモリアルホールで家族葬をされたとき

の金額がどうであるかというのを比べよ

うがないと思うのです。 

 それを市営葬儀、規格葬儀にかわって、

今の規格葬儀自身がこのまま規格葬儀で

実施をしていくのか、変更したほうがいい

のか。その点も実際にわからないわけです

から、担当としては、実際に民間で家族葬

をした場合には、どのぐらいの金額になる

かというような、その点はぜひとも研究を

していただきたいと思います。 

 今、せっつメモリアルホールの家族葬と

いうことでありましたけれども、今の会館

の中を例えば、家族葬が使用できるように

分けるという考えがあります。せっつメモ

リアルホールの裏に空地がありますけれ

ども、あれは指定管理の中の部分には入っ

ていないと思うんですけれども、以前、将

来にあの部分をせっつメモリアルホール

の建て替える土地ということで購入をさ

れたと思うのですけれども、例えば、その

活用も考えているのか。 

 恐らく私の勝手な思いですが、その裏の

空地の部分は、車をとめるときに警備員が

誘導されたりということであります。警備

員が出ているということは、そこは施設管

理公社からの警備員が採用されてという

ことになってくると思うのですが、それも

業務の中に入ってこようかと思うのです。

その点がどうなっているのか。お聞かせい

ただきたいと思います。 

 せっつメモリアルホールの西側に運送

会社が事業をされているところがあると

思います。その間にスペースがあります。

空地スペースといいますか。そこが将来は

せっつメモリアルホールの裏を駐車場に

したときに、そこを道路として活用すると

いうことで、スペースがあると思うんです

けれども、その考え、その点も今担当では

どういう考えを持っているのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 まず、せっつメモリアル

ホールの裏の空地ですけれども、あれは建

て替え地として用意したわけではなく、も

とから駐車場として購入したものでござ
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いますので、今、砂利ですけども、駐車場

として現在も活用しております。駐車場と

しての位置づけでございます。 

 横の西側の道路でございますけれども、

これにつきましては、今年度、道路交通課

で実施設計をお願いしておりまして、恐ら

く来年度には道路の着工をされることと

思います。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 裏が駐車場ということで

す。私が認識不足で、今お聞かせいただい

たのでわかりました。裏が駐車場というこ

とで考えると、例えば、家族葬を行うとす

ると、駐車場ではそれができないというこ

とになります。例えば、その一部を利用し

たりということも検討すべきだと思うん

です。 

 建物は今、１階、２階、３階があります

が、今のホールの中を例えば、半分に仕切

ったりすると、なかなか厳しい部分もあろ

うかと思いますけれども、これ以上は言い

ませんけれども。家族葬ができるようなも

のも、市民のニーズ、これからの葬儀がニ

ーズに合うような形を市としては市民の

ためにつくっていくべきだと思うのです

が、これは要望とさせていただきます。ぜ

ひとも検討をしていただいて、市としては

民間のところに行かないように、いかに努

力をするかだと思うので、民間は民間で、

せっつメモリアルホールから自分のとこ

ろに来るようにという努力をされたらい

いと思うのですが、その点はぜひとも考え

ていただきたいと思いますので、要望とさ

せていただいて、質問を終わりたいと思い

ます。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 一般会計でもお聞きし

たので、１点だけ気になるところがあるの

でお伺いしたいと思います。 

 指定管理者評価結果の中で、葬儀会館の

ところの個人情報保護というのが５番に

出てきます。ここが低いんです。斎場も低

かったんですが、斎場はパソコンデータの

管理が知識不足という内容で中身がわか

るんですが、このせっつメモリアルホール

のほうは、「申請者も個人情報が含まれる

書類の保管庫に鍵をかけるなど適切な管

理を実施した。入退室管理についてはさら

に工夫をする必要を感じている」と指定管

理者の評価が出ていて、市の評価が、「職

員の意識も高くマニュアルに基づく個人

情報は適切に管理されている。出入り業者

の入退室管理については、より厳格な運用

を期待する」となっています。 

 職員の個人情報の管理はそれでいいけ

れども、出入り業者の関係で問題があると

いうことで４の評価をされています。これ

は具体的にどういうことを指して、これを

書かれているのか、実際に何かあったこと

があるのでしたらそれも教えていただき

たいですし、何がまずくて、どうしなけれ

ばいけないと思っているのかということ

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 川本課長。 

○川本市民課長 ご指摘いただきました

評価シートの個人情報保護の部分でござ

います。これにつきましては、日ごろから

指定管理者には個人情報の管理に努めて

いただいているんですけれども、やはり事

務室のスペースが狭い中、業者の出入りが

多く、名簿を開いたりとかしますので、出

入りの部分で、出歩くときはきっちり鍵を

かけるでありますとか、決して個人情報が
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漏れているということではなく、業者の出

入りが多いので部屋の入退室に気をつけ

てということで、この評価となっておりま

す。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 わかりました。業者の出

入りが多い、名簿が見えている場合がある

かもしれないというような内容だという

ことです。やはり個人情報の問題です。気

をつけていただきたいと思いますし、ここ

に問題があるということになると、いろん

なことが出てくる可能性がありますので、

今、具体的にここで何かをお話しするつも

りはありませんけれども、ぜひきちんとし

た管理をしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 増永委員の質疑が終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時１３分 休憩） 

（午後２時１４分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第８２号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今回の農業委員会の

委員の定数を定める条例で、定数自体は今

までと変わらないという認識をしている

んですけれども、市長の任命制になるとい

うことで、農業委員会の委員として会議に

出席される方の名簿も若干変わってくる

ところがあるのかなと思います。 

 実際にどういった方が農業委員会の委

員として、今までは任命されなかったんだ

けれども、今回任命される可能性が出てく

るのか。それによって、どういったことを

行政として期待されているのか、もしお考

えがあればお聞きしたいと思います。 

○上村高義委員長 辻農業委員会事務局

長。 

○辻農業委員会事務局長 公選制から市

長の任命制になったことによりまして、そ

れに絡みまして、利害関係を有しない者が

含まれるようにしなければならないとか、

年齢・性別等に著しい偏りが生じないよう

に配慮しなければならないという規定が

ございます。そちらは現在行っておりませ

んけれども、公募で対応ができればと考え

ておりますので、利害関係がない、性別・

年齢に偏りがないというところがもしク

リアされるようであれば、また新しい立場

でご意見を寄せていただけるものと思っ

ております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今、お答えいただきま

して、利害関係のない方を新たに任命され

る可能性もあるんだと。年齢であるとか、

性別が著しく偏らないようにとなってく

ると、今まで、農業委員会の中で委員とし

て会議に参加することがなかったような

方も参加されることになってくるのかな

と思っております。 

 そうなったときに、都市農業のあり方と

いったことが議論されているところでご

ざいまして、摂津市におきましても、農地

がどんどんと減っていっている中で、摂津

市は当然、都市近郊農業の中に含まれるわ

けでございますので、今までと違ったアプ

ローチ、意見も出していただけるといった

ことが私は一番大きなメリットなのかな

と思っておりますので、ぜひ今回の改正を

上手に活かしていただけるようなことで、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 
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○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 根本的に教えてほしいの

ですけれども。法律改正、以前は選挙によ

って選ばれておりましたが、それが廃止に

なったということであります。それがもと

もと廃止になるということ自身は、何らか

の問題があって、そういう形になったのか、

その点、わかるところがあれば教えていた

だきたいと思います。 

○上村高義委員長 辻農業委員会事務局

長。 

○辻農業委員会事務局長 特に公選制に

よって農業委員を選任することに対して、

何か問題があったからこうなったという

認識はしておりません。ただし、選挙で選

ぶときに、そういう年代的にどうしても偏

りができてしまうことでございますとか、

選挙以外の委員の選び方についても農業

関係団体、農協、農業共済、神安土地改良

区、議会推薦等々で選ばれた委員、合わせ

て１６名で運営していたわけですけれど

も、どうしてもその辺、偏りが生じている

ところはあったかと思いますので、中立・

公正に少しでも行っていきたいというと

ころであろうかと推測いたしますが、実際

の話としては、私のほうでは把握しており

ません。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 都市近郊農業がだんだん

と耕作地が減少してきて衰退になってい

るのが現状でありますから、そこに新たな

考えということは必要だと思いますので、

そういうことからいいますと、今までの選

定の制度では近郊農業が復活する、発展す

るというのはなかなか厳しいのかなと思

いますので、これを期に新たな考え、斬新

な考えを持っておられる方とか、そういう

方もぜひとも取り入れていただいて、近郊

農業発展に向けて、ぜひとも努力をしてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○上村高義委員長 森西委員の質問は終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 公選制を廃し、任命制に

するということです。国の方向性としては、

やはり農協の問題であるとか、ＴＰＰの問

題であるとか、さまざまな中で、民主主義

を貫くという立場から、やはり権力の意を

汲んだメンバーをということが下には流

れていると思います。 

 ただ、摂津市としてどうなのかというこ

とについては、今までも行政と一緒に努力

をして委員はやってこられたと思います

し、そこのところは今後も変わっていかな

いのかなと思いますし、今のお話で公募も

ということでございますので、より開かれ

た制度として活用していただけるかと思

っておりますので、そこの部分についてき

ちんと市としての姿勢を持っていただき

たいということで要望といたしますので、

よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 増永委員の質問は終

わりました。 

 以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後２時２１分 休憩） 

（午後２時２３分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 議案第９０号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 森西委員。 

○森西正委員 この中に、提案理由として
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は地球温暖化の防止及びこれの適用並び

に環境教育、環境学習及びまちの美化の推

進に関する措置を講ずるためということ

でありますけれども、具体的に、例えば、

環境教育、環境学習の点に関して、以前と

条例をしてどう変化、変わりがあるのか教

えていただきたいと思うのですけれども。 

 以前から、例えば、第６９条では空き缶

等の投げ捨ての禁止という部分の記載が

あります。その点は変更はないのですけれ

ども、例えば、空き缶の投げ捨てはしては

いけないというのは、当然市民の方は十分

に理解されていると思います。 

 この条例の中にそういう記載があると

いうこと自身は、市民の方はわかっていな

いと思うのです。罰則もないですから、市

民の方にどうやって条例に盛り込まれて

いることを広く周知をするかというとこ

ろが大事だと思うのですが、その点もあわ

せてお聞かせいただけますでしょうか。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 まず、環境教育、環

境学習につきまして、以前の条例では基本

的には学習、そして教育というのはみずか

ら行っていただくということが非常に大

きな柱になっているかと思うのですが、そ

こに対して条例上の中では支援をすると

しかなかったかと思います。 

 今回は、我々にとっては支援だけではな

くて、そういう環境教育、環境学習ができ

るような場の提供、もしくは情報提供、そ

して特に未来を担う子どもたちに対して、

環境というものを訴えかけて、その中で学

習していただけるようなことを考えてい

きたいと思っております。 

 それと、空き缶等の投げ捨てであります

けれども、確かに条例の中にはどこにある

のだと思われているような方がおられる

かと思います。我々といたしまして、非常

にごみの多い、投げ捨てが多いようなとこ

ろにつきましては、ポイ捨て禁止の看板等

というのを設置して、ＰＲはしてきており

ました。今回、条例の中で改正させていた

だければ、環境美化の推進地区という形の

ものをつくりまして、ＰＲ活動、啓発活動

というものを一層進めていきたいと考え

ております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 環境教育、環境学習という

ところですけれども、今、答弁をいただい

たのですが、例えば、具体的にこういうこ

とをしていこうという部分をお持ちなの

か、教えていただきたいと思います。 

 今の推進地区という答弁がありました

が、これは推進地区というのは市内全体と

いうことで考えられるのか、例えば、特定

の地区という形を推進地区というとらま

えをされるのか、その点お聞かせいただけ

ますでしょうか。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 環境教育、環境学習

の具体的な取り組みでございます。従前、

ごみの減量化といことで環境業務課でリ

サイクル絵画展というのをやっておりま

す。それを我々とリンクさせて、入賞者の

作品をパッカー車に拡大して張らせてい

ただいて、ＰＲ活動や環境に対する子ども

たちの意識を高めていただくということ

に取り組んでまいりました。 

 今後につきましては、リサイクル絵画展

を拡充させていただくことで、環境として

の絵画展に取り組ませていただいて、市内

の目につくようなところに、子どもたちの

入賞者の作品というものを展示していけ

たらということも考えております。 

 それと、推進地区でございますが、一応、
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市内は全てポイ捨て禁止ということで条

例上はなっておりますので、決まった一つ

のモデル地区という形で指定させていた

だいて、そこで啓発活動等々を進めていき

たい。保健福祉課の健康づくりの条例で、

禁煙区域の設定ということもあるかと思

いますが、そことかぶらせて相乗効果を狙

ったＰＲ活動等をしていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 たばこのポイ捨てとか、空

き缶の投げ捨て、本当に多くあって、これ

は摂津市だけに限られることではないで

すけれども、市内全域を見ても、私も地域

でごみ拾いをしていますけれども、本当に

たばこのポイ捨て、空き缶の投げ捨てとい

うのが多くて、自然のものでありますと、

それは自然にかえります。けれども、人間

のつくったものというのは自然にかえら

ずに残るだけでして、結局誰かが取らない

限りは、そのごみは残り続けるわけです。 

 結局、行政が取っているか、あるいは地

域の方がボランティアで取っているか、事

業所の方が取っているか、市民の方が取っ

ているか、取らない限りはごみはずっと残

ったままです。 

 いつも私はごみを拾いながら思うのは、

捨てる人間がいなかったら別に取る必要

がないので、その意識です。簡単にぽいぽ

いと、たばこの吸い殻でもポイ捨てをする

ということは、そこに簡単にほかしても、

罪悪感がない。意識がないというところだ

と思うのですけれども、まずはそれをほか

してはいけないよというような意識づけ

を市民の皆にどうやってするかだと思う

のですが、その点がなかなか市としてでき

ていないというのが、状態だと思うのです。 

 そこをどうやって市民全体に意識づけ

をしていくのかというところが必要かと

思うのですが、その点、条例の中に盛り込

まれているとは思いますけれども、実際に

どうやってそれを行っていくのか。もっと

地域に入っていったりとか、もっと学校に、

子どもにというようなところに入ってい

かなければならないと思うのですが、その

点、どのようにお考えなのか、お聞かせい

ただけますでしょうか。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 ごみのポイ捨ての

件でございますが、既に市内ではいろんな

方がボランティア活動でごみを拾ってい

ただいているようなケースはよく見受け

られます。我々といたしましては、そうい

ったボランティアの輪を広げていって、ま

ずきれいにしていただく。きれいなところ

にはなかなかごみも捨てにくいという気

持ちがあるかと思います。そういったとこ

ろも取り組んでいきたいと思っていると

同時に、先ほどの絵画展の中の入賞者の作

品の中に、ごみのポイ捨て、子どもたちの

描いたポイ捨て禁止のポスターが結構含

まれているケースが多いと思います。 

 そういったものを活用しながら、まちの

中に子どもたちのポイ捨て禁止のポスタ

ーを張っていくことで大人の方々の気持

ちに訴えていくということを進めていけ

たらと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 恐らくたばこのポイ捨て

をするということは、灰皿を持っていない

から、恐らくポイ捨てをするんだと思うん

ですけれども、その点は携帯灰皿を持って

もらうように推進をしていくとか、そうい

うことも必要だと思うんです。 

 先ほど答弁がありましたけど、きれいな
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ところにはなかなか捨てにくいというと

ころがありますから、きれいなごみの落ち

ていない場所をふやしていかなければな

らないと思いますので、きょうの別のとこ

ろでの議論の中でも、たばこの禁煙の話も

ありましたけれども、やはり課をまたがっ

て、そういう対策、オール摂津で取り組ん

でいかなければならないと思いますので、

環境政策だけじゃなくて、例えば、市全体

の政策として行っていくとか、そういうこ

とも必要かと思いますので、摂津市の中で

ごみが一つも落ちていないというきれい

なまちをつくっていくべきだと思います。

それを摂津市から日本全体に、世界に発信

をしていければすばらしいことかと思い

ますので、ぜひともそういうところの検討

を考えていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず、第１３条の２と

３なんですけれども、新たにこの２条が加

えられたわけでございます。地球温暖化の

防止ということと地球温暖化への適応と

いうことで書かれているんですけど、これ

に相当する取り組みというのは今までも

されてきたと思います。今回新たに、摂津

市環境の保全及び創造に関する条例の一

部を改正するということは、恐らく新たな

取り組みといったことが念頭にある中で

されているのだろうと思っておりますけ

れども、その点について、今のお考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

 これは森西委員もおっしゃっておられ

ましたけれども、新たな第８１条の中にお

きまして、空き缶等の投げ捨ての禁止のこ

とであります。環境美化推進地区を指定し

ていくということになるわけですけれど

も、しかし市域全体がポイ捨ての対象地域

になっているわけです。その中で、何かこ

の地区を指定するということによって、私

は何かまた弊害が出てくるのではないか。

この地区では、ポイ捨てはしてはならない

けど、ここではいいのかなという印象を与

えかないのかなと、うがった見方をしてし

まうところがあるんですけれども、そのと

こについても少しお聞かせいただきたい

と思います。 

 それから、空き缶でありますとか、たば

この吸い殻でありますと、今、環境政策課

長からボランティアの輪を広げてやって

いくんだというお話がありましたけれど

も、確かにボランティアの力で除くことは

できるだろうと思います。 

 ただ、しかし、もうちょっと大きくなっ

たときにどうなるのかということです。 

 例えば、市内でも産業廃棄物に相当する

ようなものが捨てられているという状況

があるのかなと思います。そういったとこ

ろをなくしていくとなると、これは当然、

到底ボランティアの力でするということ

には限界があるわけでございまして、そこ

は公の力としてやっていかないといけな

い。そういったところが盛り込まれるべき

だろうと思っておりますし、そうなったと

きに、その取り組みをより効果的なものに

するためには、今は防犯カメラが市内いろ

んなところに設置をされておられますけ

れども、産業廃棄物等の投棄を防ぐといっ

た観点からも、そういった取り組みができ

ないものかと思っているのですが、その点

についても何かお考えがあればお聞かせ

ていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○上村高義委員長 三浦環境政策課長。 
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○三浦環境政策課長 まず、温暖化対策の

施策等々であろうかと思います。これまで

環境家計簿の取り組みとか、グリーンカー

テンとか、そういったものには取り組んで

まいりました。これは今まで地球の温暖化、

温室効果ガスを減らすというスタンスで

の取り組みであったかと思います。 

 今後は、当然これについてはこれからも

取り組んでいくということを大前提の話

として、適応化、つまり一定進む温暖化に

いかに対応していくかということが今後

問われてくるかと思います。 

 去年のＣＯＰ２１の中でもそういうこ

とが出てきております。そういったところ

で、先ほど温暖化対策といったグリーンカ

ーテンとか、あとは摂津オアシスとか、そ

ういったものも適応化ということになっ

てくるかと思います。 

 我々といたしましては、今後、新たな取

り組みとしまして、クールスポットの創出

ということができないものかということ

を検討していきたいと考えております。 

 それと地区指定によって、ポイ捨てを逆

に誘導することにならないかという形の

件かと思います。この地区指定というのは、

我々が考えておりますのは、当然、市域全

域でポイ捨て禁止になっておりますので、

それを皆さんに十分知っていただきたい

という形で、ＰＲ活動、啓発活動を中心と

した取り組みを推進地区の中でとり行っ

ていきたいと考えております。 

 皆さんにそれを知っていただくことで

全域に広げていきたい。ボランティアの輪

もそこを中心に広げていければいいなと

考えております。 

 それと廃棄物の投棄、産業廃棄物等々の

不法投棄という話でございますけれども、

現状では道路管理者で撤去活動をやって

いただいている。もしくは施設管理者での

撤去をやっていただいていると思います。 

 また、防犯カメラの設置につきましても、

必要に応じ、いろいろなところで取り組ん

でおられると聞いております。今回の条例

改正の中では、どちらかというとマナーと

かそういった啓発といったものを中心と

した形のものを考えておりますので、防犯

カメラにつきましては、今この場ではお答

えできかねると考えております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 今回、違う議案になり

ますけれども、議案第８１号で健康づくり

の推進条例も出されて、これは理念をうた

った条例なわけです。それに沿っていろい

ろな計画等も用意されているわけでござ

いまして、この議案第９０号も基本的には

理念を書いておられるのだろうと思いま

す。 

 ただ、その理念をそしたら唱えるだけで

いいのかとなっていくと、やはりしっかり

と取り組む、具体的な取り組みとして、落

とし込んでいかなあかんということにな

っていくんだろうと思います。新たに第１

３条の後に、２と３を具体的につけていた

だいてるわけですよ。今まで、例えば環境

家計簿の取り組みであったりとか、グリー

ンカーテンを広めていったりといろいろ

されてこられました。そこについては、私

も評価をしてるわけなんですけれど、それ

にプラスしてクールスポットの創出をし

ていこうということについては、これも異

を唱えませんけれども、せっかく条文とし

て入れていただくんであれば、やはりもう

一歩進んだ具体的な取り組みが必要では

ないのかなというように思っております

ので、この件については、今お答えするこ

とは難しいと思いますけれども、しかし大
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切な観点と思いますので、しっかりとその

点については今後ご検討いただければな

というように思います。 

 それと、環境美化推進地区を指定するこ

とによって、それ以外の地区におけるポイ

捨てを誘発することにつながるんじゃな

いかということで、ご指摘をさせていただ

きました。環境政策課長にお答えいただい

たわけなんですけれども、その前提として、

市域全体がいわゆるポイ捨ての禁止地区

なんだよということを、やはり、これは当

たり前だからもう言わなくてもいいんだ

ということではなくて、あわせて強く出し

ていかな意味がないと思うんですよ。そう

しないと、私が申し上げたような懸念も出

てくるのかなというように思っておりま

すので、ぜひそこは環境美化推進地区を指

定して、そこでさまざまなＰＲ活動等して

いくとともに、やはり大前提のところもや

はり忘れずに、しっかりと捉えていくとい

うことが大切なのかなと思っております

ので、その点もあわせてお願いをしたいと

思います。 

 それから産業廃棄物のことについて触

れさせていただきました。道路管理者であ

るとか、施設管理者が適切に処理をしてく

れてるんだろうというお話であったわけ

なんですけれども、ただやはり摂津市の環

境全体をよりよいものにしていこうとし

ている担当課なわけでありますので、それ

はそれとして、それも踏まえて、そしたら

摂津市全体の環境をどうよくなっていく

のかということについては、もっともっと

主体的に提案もできるんだろうと思って

おりますし、いろんな投げかけをして、む

しろしていただきたいなというように思

っておりますので、この場では防犯カメラ

を設置できないということしか言えない

のかもしれませんけれども、じゃあそれが、

摂津市の環境をよりよくしていく中で必

要であるならば、どんどんと、むしろ投げ

かけていただきたいなと思っております。

その点を強く要望させていただいて、終わ

らせていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問は終

わりました。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 先ほど来さまざまに議

論をされていますので、私からは２点だけ

お聞きをしたいと思います。 

 一つは先ほどから強く言われてます、第

１３条の２、第１３条の３を追加されたと

いうことで、地球温暖化防止について条例

の中に込められたということで、これも一

つの市としての方針というか、決意のあら

われでもあろうと思うわけですけども、先

ほど来答弁でありましたように、パリ協定

が昨年決まりました。ことし、ようやく日

本も批准をしたということで、これからの

その発効に向けた取り組みはどんどん進

んでいきますが、２０１３年度をベースと

して、２６％削減ということで、その前の

京都議定書を受け入れるような形で、実は

摂津市も地球温暖化防止地域計画という

のをつくりました。これは平成２９年度で

中間見直しということになると思うんで

すけども、その現在ある計画からしますと、

随分環境は変わってきています、原発事故

があったりとか。それから、摂津市もプラ

スチック類を燃やせるようになったりと

か、いろいろ環境が変わってきていますけ

ども、一定このようにしっかり取り組むと

いうことの下で、この地球、摂津市の地球

温暖化防止計画の扱いを今後どのように

考えておられるのかということを一つ。 

 それから、次に第８１条です。環境美化
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推進地区の指定のことですけども、ずっと、

私も地元自治会で美化活動を続けていま

すけれども、随分きれいになってきている

ようにみんなで言ってるんです。何も落ち

てなくなってきたなと。電柱にもいっぱい

いろんなものを貼ってましたけど、最近も

う全然はがすものがないなとか。随分マナ

ーも上がってきてると思うんですが、１点

悪いのはやっぱり中央環状線沿い、ここは

やっぱり摂津市の人だけではなくて、いろ

んな地域の人が通過するときに、特に信号

待ちをしている近辺、その辺には結構ごみ

が捨てられます。特に、直接市民から言わ

れたのは、守口市から北大阪流通センター

のほうへ向かう中央環状線の一部で右折

レーンにずっと沿って、山のようにごみが

捨てられているところがある。あれを見て

どう思いますかということで、随分市民か

ら直接言われたことがあります。実際に、

あそこは危ないし取りにくい場所です。た

まっていくということで、中央環状線沿い

についてはなかなかポイ捨てというのが

減らないなというのを実感してるんです

けど、アドプト・ロードということで、市

民団体で随分、掃除活動もしていただいて

るんですけど、それについては茨木土木事

務所も看板を立ててくれたり、掃除用具を

提供したりということで協力をしてくれ

てます。掃除については協力をしてくれま

すけども、こういう禁止をさせるというこ

となどについて、摂津市だけではなかなか、

あそこは当然大阪府の管轄ですので、やっ

ぱりできれば茨木土木事務所も巻き込ん

でしっかりその区域としての協力を得て

いくことがやっぱり大事だと思うんです

けど、その辺のお考えについて一度ご答弁

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 まず、摂津市の地球

温暖化防止地域計画の扱いでございます。

地球温暖化防止地域計画につきましては、

平成３２年度を目標年度として、平成２年、

１９９０年ベースで２０％のＣＯ２削減と

いうことを考えてつくっております。ここ

に関しまして、パリ協定で国の求めており

ます平成２５年度をベースに平成４２年

で２６％削減だったと思うんですけども、

それと比較いたしまして、社会情勢、経済

状況等々は変わってきております。東日本

大震災の影響もありまして、原発がとまっ

てしまうということもございました。そう

いったことから、数値目標としては非常に

整合性をとるのがどうかなというところ

はあるかと思いますが、ただここで地球温

暖化防止地域計画を変更するということ

は考えてはおりません。それはそれで３２

年を目標に２０％削減というところにつ

いて、一応目標を置いて取り組んでいきた

いと思っております。ただ、これにつきま

しては従前からいろんな場面でご説明さ

せていただいてるかと思いますが、非常に

数値的なところは取り扱いが難しいとこ

ろです。経済状況等々で大きく変化してい

るところがありますので、取り組み状況で

評価をしていきたいなと考えております。 

 それと、中央環状線の美化対策ですけど

も、信号の手前等々というのは、確かに委

員のご指摘のとおり非常にごみのポイ捨

てが多いところではあるかと思っており

ます。ここらあたりに、先ほどご説明させ

ていただきました、小学生の児童が書いた

ごみのポイ捨て禁止のポスターみたいな

ものを張っていけたらなとは思っており

ます。子どもたちの書いたポスターでドラ

イバーの皆さんが気をつけてくれるよう
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になればと我々のほうでは考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 摂津市の地球温暖化防

止計画については、見直さないけれどもい

ろいろ対策などをとって取り組んでいる

ということでございますので、しっかりと

やっぱり条例に書き加えたということで、

その決意を今度は実践に移すという意味

でもしっかりと取り組んでいただきたい

ということを、これは要望しておきたいと

思います。 

 それから、中央環状線沿いのごみの対策

につきましても、先ほど子どもたちの書い

た絵画をポスターとして活用するような

ことも言われていましたし、できたら大阪

府の茨木土木事務所も巻き込んで協力し

てもらって、やっぱり茨木土木事務所が管

轄しているところですから、そういう意味

では物的、量的、また資金も含めていろい

ろ協力をいただいて、ぜひともタッグを組

んで、摂津市以外の人が結構通ってますの

で、大変難しい課題だと思いますけども、

これはある意味では摂津市の大動脈です

し、ぜひともそのことについてはしっかり

取り組んでいただきたいということをお

願いして、要望として終わります。 

○上村高義委員長 藤浦委員の質問が終

わりました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 環境の保全及び創造に

関する条例について、質問いたします。 

 先ほどから出てますように、地球温暖化

防止のための項目第１３条の２、第１３条

の３が入ったということで、それは非常に

前進だというふうに思っております。この

地球温暖化の問題は、全人類の喫緊の課題

と言っても間違いないかと思います。日本

の取り組みはまだまだ非常におくれてい

るということです。化石燃料の大量使用と

いうことをやめるということが一番の、Ｃ

Ｏ２削減にとっては非常に大切なことだと

思います。いろいろと市民の皆さんの節約

などによって、努力をするということはも

ちろんすごく大切なことですけれども、か

わる、再生自然エネルギーです、これの利

用ということがやはりこの問題に対して

は抜本的な対策だと思います。先ほどある

程度上がってしまうのは仕方がないから、

それに対して適応化もということがあり

ました。いろんな被害が出てきますので、

適応化ということについてもきちんと取

り組んでいただくということは非常に大

事なことだとは思っていますけれども、ま

ずはやはりこの温暖化を進めない、そのた

めに何をするのかということが私たちに

投げかけられた大きな課題だと思います。

そういう中で、やはり自然再生エネルギー、

これをどう普及していくのか、活用してい

くのかということが摂津市にとっても今

やらねばならない問題ではないだろうか

なと思います。摂津市も、駅でありますと

かいろいろと公共の設備には太陽光パネ

ルなどを取りつけていただいて、別府のコ

ミュニティセンター、１１月に完成しまし

たけれども、ここの上にもつけるというよ

うなことも取り組みを進めておられます。

これをさらに進めて、市民の皆さんが太陽

光発電をするであるとか、そういう自然エ

ネルギーの活用をすることに対して、補助

制度、こういうものをつくっていくという

このお考えがないかということについて、

お聞きいたします。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 再生可能エネルギ
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ーに対しての補助でございます。摂津市域

で考えられる再生可能エネルギーという

のは、最も多いのは太陽光発電であると考

えております。この太陽光発電でございま

すが、最近、大分普及が進んできていると

いう国の資料もあるかとは思います。その

中で、国と大阪府がエネルギー使用を実質

ゼロにする住宅を進めようという取り組

みを始めております。そこにつきましては

例えば高効率空調機のように省エネの換

気システムを太陽光発電と一緒にするこ

とで補助を出しましょうという、そういう

制度も設けておられると聞いております

ので、そういったところをご紹介させても

らいながら、再生可能エネルギーについて

普及を図っていきたいなと考えておりま

す。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 今、大阪府の制度とかご

紹介いただきました。もちろんそういうこ

ともどんどんと紹介をしていただきたい

と思いますけれども、例えば埼玉県なんか

ですと、市民共同太陽光発電事業補助制度

というようなのがありまして、市民が共同

体として発電所づくりというふうな取り

組みなどもやっております。いろんな形で

この再生可能エネルギー、自然エネルギー、

これを広げる、そういう立場で摂津市もぜ

ひ取り組んでいただけたらなと思います

ので、ぜひ研究していただいて、実現をし

ていただきたいなと、要望としておきます。 

 それと、先日ダイキン工業から塩酸が漏

れるということがありました、テレビなど

でも報道されました。幸いなことに、救急

搬送された方々も工場内の下請のところ

の方々だったみたいですけれども、軽傷だ

ったということですし、地域へ漏れるとい

うこと、影響があるということは一切なか

ったと聞いておりますけれども、私たちは

地域の自治会で先日ダイキン工業からご

招待いただきまして、施設内見学などもさ

せていただいて、防災の部分とか安全の部

分とか、非常にしっかりと頑張っておりま

すという話を伺っていました。地震があっ

ても浸水があっても一切外に漏らさない

ということで取り組んでいますというお

話をいただいたところだったんですけれ

ども、今回配管のところから塩酸が漏れた

ということで聞いております。やはり、市

民にとっては非常に不安が募る問題です。

何か影響があるということがあってはな

りませんし、そういうことについて環境の

面からどういうふうにお考えなのかとい

うことをお聞きしたいと思います。また、

ダイキンのことだけではなくて、鳥飼でも

臭気の問題というのがあると伺っており

ます。大阪府には基準があるとは思うんで

すけども、摂津市では臭気ということにつ

いてはなかなかそういう基準がないとお

聞きしてるんですけれども、これについて

摂津市はどのような対応をされているの

か、ご近所からはかなりもう強い臭気なの

で、本当に困るというふうな声が上がって

いるというふうにも聞いてますので、ここ

についてもお聞かせいただきたいと思い

ます。２点です。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 まずはダイキンの

件でございます。ダイキンの事故に関しま

しては、宿直から私に連絡が入り、もう夜

遅かったということもありますので、すぐ

に近くにいる職員に現場に行き調査等々

をするよう指示させていただきまして、一

応最終まで確認をさせていただきました。

その結果、特に外へ漏れるということもあ

りませんでしたし、周辺に影響がなかった
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と我々も報告を受けております。今後とも、

そういうことがあれば直ちに現場へ急行

させていただきまして、周辺への環境影響

についての調査を直ちに行いたいと考え

ております。 

 それと、臭気の件につきまして、摂津市

でも基準は一応ございます。ただ、臭気と

いうのは非常に難しい話でございまして、

騒音とか振動であれば数値がぽんと機械

でわかるんですけども、臭気というのはそ

の場でダイレクトに数値で幾ら幾らとい

うことが、なかなかわかるものではござい

ません。そのため、我々、パトロールを頻

繁に行わせていただきまして、においの強

いときなんかにつきましては工場に指導

という形で入らせていただいております。

事業所に対しても今後とも指導は続けさ

せていただいて、生活環境の改善につなが

るように努めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ダイキン工業の問題は、

夜起こったことですので、非常に対応して

いただいてきちっとやっていただいて、よ

かったなと思っております。その仕事に当

たられた皆さんには本当に感謝しており

ますので、お疲れさまでございました。今、

今後もすぐに対応ということで、そういう

ことはぜひよろしくお願いしたいと思う

んですけれども、今回の事故原因とか、そ

れから今後それが起こらないようにする

ためにはどうするのかということについ

て、ダイキン工業といろいろ協議をされて

おられるようでしたら、それについてもお

聞かせいただきたいですし、また地元の皆

さん非常に不安に思っておられるので、そ

れをどんなふうに地元に返していくのか、

考えがおありでしたらお聞かせいただき

たいと思います。 

○上村高義委員長 増永委員、この件は条

例とは関係ないので。 

○増永和起委員 はい、じゃあそういうこ

とをぜひお願いしますという要望にして

おきます。 

 臭気の件に関しましても、ぜひ地域の皆

さんの声しっかり受けとめていただいて、

動いていただきますように要望といたし

ます。 

 終わります。 

○上村高義委員長 増永委員の質問が終

わり、以上で質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後３時５分 休憩） 

（午後３時７分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

 通告があります。 

 森西委員。 

○森西正委員 議案第７５号、議案第７７

号について、反対討論をいたします。 

 国民健康保険特別会計、介護保険特別会

計、両会計とも人事異動により人件費が削

減され、一般管理費がマイナス補正となっ

ております。しかしながら、国の人事院勧

告により、人件費引き上げ改正がなされま

した。今回、特別職については人事院勧告

に沿わず、引き上げ改正を実施していませ

ん。世間では景気が回復していると実感さ

れておらず、本市の財政が厳しいと市民に

説明されている中、一般職についても特別

職同様に人事院勧告に沿うべきではあり

ません。 

 したがって、議案第７５号、議案第７７

号について、反対討論といたします。 

○上村高義委員長 ほか、ないですか。 

 以上で討論を終わり、採決します。 
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 議案第７３号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７５号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第７９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８１号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８７号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第８９号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第９０号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後３時１２分 閉会） 
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 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。 

 

 民生常任委員長 上村 高義 

 

 

 民生常任委員  嶋野浩一朗 

 

 

 


